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Ⅱ 水防警報・水位周知計画書 

１．水防警報を行う河川・海岸名及びその区域 

【河川】 

水系名 河川名 区    域 
延 長 

（㎞） 

仁淀川 

仁淀川 

左岸 

 

右岸 

 

高知県吾川郡いの町加田字又四郎 2473 番の１地先 

 （いの町加田地先） から海まで 

高知県高岡郡日高村下分字上ノ首 2653 番地先 （河口） 

 （日高村下分地先） 

15.4 

支川 

宇治川 

左岸 

 

右岸 

高知県吾川郡いの町枝川字ケナシ301番地先 

                  から幹川合流点まで 

高知県吾川郡いの町枝川字ケナシ292番地先 

3.3 

物部川 物部川 

左岸 

 

 

右岸 

 

高知県香美市土佐山田町神母ノ木字川添 426番の 2 地先 

 から海まで 

 （河口） 

高知県香美市土佐山田町楠目字半坂 1742番地先 

 （合同堰下流） 

10.5 

注：（ ）内書は警報通知を行う場合の呼称である。 

 

【海岸】 

海岸名 区    域 
延 長 

（㎞） 

高知 

海岸 

十 市 海 岸 

仁 井 田 海 岸 

長 浜 海 岸 

戸 原 海 岸 

仁 ノ 海 岸 

新 居 海 岸 

高知県南国市十市字東井流４７８５番地の１地先から同

県土佐市新居字池ノ浦１０番地先まで（同県高知市仁井

田字九窪４２番地の３地先から同県同市浦戸字城山８３

０番の３地先まで、同県同市春野町甲殿字塩濱１４２３

番地の２地先から同県同市春野町仁ノ字小松崎３８６８

番地の１地先まで及び同県同市春野町仁ノ字中州３８３

３番地の１地先から土佐市新居字大東３１番２地先まで

を除く。） 

13.3 

 

２．水防警報の対象とする基準水位観測所及びその諸元 

【河川】 

河
川
名 

基準 

水位 
県名 地 先 名 位 置 

水 防 団 

待機水位 

(指定水位) 

氾  濫 

注意水位 

(警戒水位) 

避難判断 

水 位 

(危険水位) 

氾  濫 

危険水位 

(危険水位) 

計 画 

高水位 

仁
淀
川 

伊野 高知県 
吾川郡いの町

渦ノ谷 

河口より 

12.2Km 
5.00m 6.60m 8.15m 8.80m 10.15m 

宇
治
川 

枝川 高知県 
吾川郡いの町

枝川 

幹川合流

点より

4.0km 

1.90m 2.20m 2.80m 3.40m 3.57m 

物
部
川 

深渕 高知県 
香南市野市町

深渕 

河口より 

3.6Km 
2.80m 3.40m 

有堤 4.10m 有堤 4.55m 
5.21m 

無堤 3.80m 無堤 4.25m 
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【海岸】 

海 岸 名 
基準波高 

観 測 所 
県  名 地 先 名 位  置 

高知海岸 戸原 高知県 高知市春野町甲殿 沖合 2,037m 

 

３．水防警報実施機関 

河川・海岸名 実施機関 責任者 官 職 氏 名 

仁淀川 

支川 宇治川 

物部川 

高知海岸 

高知河川国道事務所 

〃 

〃 

〃 

所 長 

〃 

〃 

〃 

国土交通技官 

〃 

〃 

〃 

小林 賢也 

〃 

〃 

〃 

 

４．水防警報の種類・内容と発表基準 

（１）種類と内容 

【河川】 

種 類 内   容 

待 機 水防団員の足留めを行うもの。 

準 備 水防資機材の整備点検水門等の開閉の準備、水防団幹部の出動等に対するもの。 

出 動 水防団員の出動を通知するもの。 

情 報 出水状況・河川状況等を適宜提供する。 

解 除 水防活動の終了を通知するもの。 

 

【海岸】 

種 類 内   容 

待機 ・準備 
水防団が出動できるように待機及び出動の準備がある旨を警告するもの。水防

に関する情報連絡・収集、水防資機材の整備・確保に努める。 

出 動 水防団が出動する必要がある旨を警告するもの。 

距離確保準備 
水防団が越波から安全な距離を確保できる場所へ移動準備し、避難誘導・浸水

対策等にあたる。 

距 離 確 保 
水防団が越波から安全な距離を確保できる場所で、避難誘導・浸水対策等にあ

たる。 

距離確保解除 越波の恐れが無く、水防作業が必要な場所で浸水対策等にあたる。 

解 除 水防作業の必要が無く、一連の水防警報を解除する旨を通告する。 
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（２）発表基準 【河川】 

河川名 
基準水位 

観 測 所     
待 機 準 備 出 動 情 報 解 除 

仁淀川 伊 野 

氾濫注意水

位（警戒水

位）以上に

達すると思

われる時 

水位 5.0m に

達しなお上

昇の恐れが

ある時 

水位 6.6mに

達しなお上

昇の恐れが

ある時 

出水状況河

川状況を適

宜提供する 

水防作業を必

要としなくな

った時 

支川 

宇治川 
枝 川 〃 〃1.90m〃 〃2.20m〃 〃 〃 

物部川 深 渕 〃 〃2.80m〃 〃3.40m〃 〃 〃 
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【海岸】 

海岸名 
基準波高 

観 測 所     

区

分 
待機・準備 出 動 

距離確保

準 備 
距離確保 

距離確保

解 除 
解 除 

高知 

海岸 
戸原 

十 

市 

海 

岸 

有義波高が

5.0mに達し

たとき。又

は気象・波

浪状況等に

より発令が

必要と判断

されるとき 

 

 

 

 

 

 

 

 

有義波高

が 6.0m に

達したと

き。又は

気象・波

浪状況等

により発

令が必要

と判断さ

れるとき 

 

 

 

 

 

 

有義波高

が 8.0m に

達したと

き。又は

気象・波

浪状況等

により発

令が必要

と判断さ

れるとき 

 

 

 

 

 

 

有義波高

が 9.0m に

達したと

き。又は

気象・波

浪状況等

により水

防活動を

実施する

上で危険

と判断さ

れるとき 

 

 

 

 

有義波高

が 9.0m を

下回り、

気象・波

浪状況等

により水

防活動を

実施する

上で安全

と判断さ

れるとき 

 

 

 

 

 

有義波高

が 5.0m を

下回り、

水防活動

を必要と

する状況

が解消し

たと認め

られると

き 

 

 

 

 

 

 

仁 

井 

田 
・
長 

浜 

・ 

戸 

原 

・ 

仁 

ノ 

海 

岸 

〃4.5〃 〃6.0〃 〃7.5〃 〃8.5〃 〃8.5〃 〃4.5〃 

新 

居 

海 

岸 

〃6.0〃 〃7.0〃 〃9.0〃 〃10.0〃 〃10.0〃 〃6.0〃 

※「仁井田・長浜・戸原・仁ノ海岸」については、戸原５号突堤付近の浸食による越波の可能性がある

ため、当面は、「有義波高５．５ｍ」を出動基準として運用する。 
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５．水防警報を発表できない場合の処置 

理由を附し関係者に通知する。 

 

６．水防警報の通知 

【河川】 

河川名 発 報 担 当 者        受 報 担 当 者        連 絡 方 法 

仁淀川 

宇治川 

物部川 

高知河川国道事務所長 高知県河川課長 

 

四国地方整備局 

 水災害予報センター長  

 仁淀川出張所長 

 物部川出張所長 

（財）河川情報センター 

 高松センター所長 

高知地方気象台 

観測予報管理官 

メール 

多重回線又は 

ＮＴＴ 

 

【海岸】 

海岸名 発 報 担 当 者        受 報 担 当 者        連 絡 方 法 

高知海岸 高知河川国道事務所長 高知県港湾・海岸課長 

 

四国地方整備局 

河川計画課長 

高知海岸出張所長 

（財）河川情報センター 

 高松センター所長 

高知地方気象台 

観測予報管理官 

メール 

多重回線又は 

ＮＴＴ 

 

７．基準水位観測所の関係する水防管理団体及びその範囲 

【河川】 

河川名 
基準水位 

観 測 所     

水防管理団体及び範囲 

水防管理団体 範  囲 

仁淀川 伊 野 
いの町・土佐市・高知市 

日高村・佐川町 

いの町・土佐市・高知市 

日高村・佐川町 

宇治川 枝 川 いの町 いの町 

物部川 深 渕 
南国市・香南市・香美市 

 

南国市・香南市・香美市 

 

 

【海岸】 

海岸名 
基準波高 

観 測 所     

水防管理団体及び範囲 

水防管理団体 範  囲 

高知海岸 戸 原 土佐市・高知市・南国市 土佐市・高知市・南国市 
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８．水位周知を行う河川名及びその区域 

水系名 河川名 区    域 
延 長 

（㎞） 

仁淀川 

支川

宇治

川 

県 

管理 

左岸 

 

右岸 

高知県吾川郡いの町枝川字西ノ袖 

                  から直轄管理区間まで 

高知県吾川郡いの町枝川字川原田 

1.6 

直轄

管理 

左岸 

 

右岸 

高知県吾川郡いの町枝川字ケナシ301番地先 

                  から幹川合流点まで 

高知県吾川郡いの町枝川字ケナシ292番地先 

3.3 

    
合計

4.9 

 

９．水位周知の対象とする基準水位観測所及びその諸元 

河
川
名 

基準 

水位 
県名 地 先 名 位 置 

水 防 団 

待機水位 

(指定水位) 

氾  濫 

注意水位 

(警戒水位) 

避難判断 

水 位 

(危険水位) 

氾  濫 

危険水位 

(危険水位) 

計 画 

高水位 

宇
治
川 

枝川 高知県 
吾川郡いの町

枝川 

幹川合流

点より

4.0km 

1.90m 2.20m 2.80m 3.40m 3.57m 

 

10．水位周知実施機関 

河川名 実施機関 責任者 官 職 氏 名 

支川 宇治川 
高知河川国道事務所 

高知県水防本部 

所 長 

知 事 

国土交通技官 

－ 

小林 賢也 

濵田 省司 

 

11．水位周知の発表基準 

河川名 
基準水位 

観 測 所     
氾濫注意情報 氾濫警戒情報 氾濫危険水位 

支川 

宇治川 
枝 川 

氾濫注意水位

に達した時 

避難判断水位

に達した時 

氾濫危険水位

に達した時 

 

12．発表の様式 

水防警報・情報、水位周知の発表様式は様式（河）３の１、（河）３の２、高知海岸水防警報によ

る。 
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【現　況】

【被災状況】

【発　表】

【特　記】

（参考）

氾濫注意水位を相当に上回るおそれがあります。

氾濫注意水位を　　日　　時頃、下回る見込みです。

堤防の低い所では、越水するおそれがあります。

水防警報　（情報）

（　　⑫　　）地先の（　　⑫　　）に（　　⑫　　）が発生しました。

（　③　）の（　④　）水位観測所（（　⑥　））の水位は、　　日　　時　　分

現在（　　　）ｍです。

引き続き上昇しています。

　　日　　時現在の雨量は、（　⑩　）〔（　　／　　mm）〕です。

（　④　）地点の水位は　　日　　時　　分に〔　⑪　〕水位を超えました。

（　④　）地点の最高水位は、　　日　　時頃に起こると予想され、

（　　 　）ｍ位に達する見込みです。

（　④　）地点の（　　）時間後の水位は、（　　）ｍと予想されます。

（　④　）地点の水位は　　日　　時　　分に最高水位（　　）ｍに達しました。

次第に下がっています。

平成　 　年 　　月 　　日　　　 　時　 　分

基準水位観測所/情報種別

（　⑦　）

（　⑦　）

（　⑤　）河川国道事務所の水防警報発令状況

解除待機 準備 出動

（　　　③　　　）　　　（　　④　　）　水位観測所　（（　⑥　））

（受け持ち区間は　　（　　③　　）　左岸　：　（　　　　　　　　　　　　⑧　　　　　　　　　　　　）　までの区間

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　右岸　：　（　　　　　　　　　　　　⑨　　　　　　　　　　　　）　までの区間）

問い合わせ先

国土交通省　（　　⑤　　）　河川国道事務所　　　　　　課　電話：　　　　　　　　　（内線）

水防機関は（　　⑫　　）してください。

国土交通省（　⑤　）河川国道事務所発表

※ 水防警報（情報）については、必要に応じた情報を適宜発表するものとする。

第　  　　　　号

発表番号

（　　④　　）水位観測所

基準水位観測所

（　　③　　）

発令河川
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水
系

河
川

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

伊野

吾川郡いの町加田字又四郎２ ４ ７３ 番の１ 地

先から海（河口）

高岡郡日高村下分字上ノ首２ ６ ５３ 番地先か
ら海（ 河口）

御三戸

仁淀川

仁淀川

伊野

高知

いの町

物部川

物部川

高知県吾川郡いの町枝川字ケナシ
2 92番地先から幹川合流点

枝川

高知

香南市

深渕

香美市土佐山田町神母ノ木字川添４ ２ ６番

の２ 地先から 海（ 河口）

香美市土佐山田町楠目字半坂１ ７ ２ ４ 番地
先から海（河口）

宇治川

枝川

高知

いの町

枝川

深渕

吾川郡いの町枝川字ケナシ3 01番地

先から幹川合流点

水防団待機　　・　　氾濫注意　　・　　避難判断　　・　　氾濫危険

＜　　任　　　　　　　　　意　　＞

仁淀川

佐敷

宇治川

物部川
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→ → →

【主文】

（参考）

氾濫の発生に対する注意を求める段階

水防法第１３条で規定される洪水特別警戒水位
いつ氾濫してもおかしくない状態
避難等の氾濫発生に対する対応を求める段階

※ 水位周知については、必要に応じた情報を適宜発表するものとする。

避難準備などの氾濫発生に対する警戒を求める段階

問い合わせ先
国土交通省　高知河川国道事務所　調査課　電話：088-832-0779
高　知　県　土木部　河川課　　　　　　　電話：088-823-9838

※避難判断水位、氾濫危険水位：水位観測所受け持ち区間内の第1位危険箇所の避難判断水位、
　　　　　　　　　氾濫危険水位を水位観測所に換算した水位。

正　規

国土交通省　高知河川国道事務所
高　　　　　　知　　　　　　県

機関名

氾濫注意水位 ２．２０ｍ

宇治川氾濫警戒情報

避難判断水位 ２．８０ｍ

宇治川　枝川水位観測所（吾川郡いの町）
（受け持ち区間は　宇治川左岸：吾川郡いの町枝川字西ノ袖から幹川合流点、右岸：吾川郡いの町枝川字川
原田から幹川合流点）

第３受報者

機関名

発表者 第１受報者 第２受報者

機関名

宇治川の枝川水位観測所（吾川郡いの町）では、○○日○○時○○分頃に、避
難準備・高齢者等避難開始の発令の目安となる避難判断水位(2.80ｍ)に到達し
ました。

市町村からの避難情報に十分注意するとともに、適切な防災行動をとって下さ
い。

平成○○年○○月○○日○○時○○分

国土交通省 高知河川国道事務所発表

高 知 県 発 表

( 第 ○ ○ 号 )

氾濫危険水位
（相当換算水位）

３．４０ｍ
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13．水防警報の連絡系統図 

【河川】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEL 088-822-8881 
FAX 088-825-0887 

土 佐 市 

防災対策課 

高 知 市 

防災政策課 

四国地方整備局 

水災害予報センター 

（財）河川情報センター 

（財）河川情報ｾﾝﾀ  ー

端末機械設置者 

仁淀川出張所 

物部川出張所 

高知県水防本部 

日 高 村 

総務課 

い の 町 

総務課 

香 美 市 

防災対策課 

南 国 市 

危機管理課 

香 南 市 

防災対策課 

TEL 087-851-8061 
マイクロ 88-3851,3866 
FAX 087-811-8419 

TEL 088-833-0111 
マイクロ 731-351,352 
FAX 088-833-5357 

TEL   087-851-9911 
マイクロ 718-22 
FAX 718-60,61 
   087-851-9929 
 

TEL 088-894-2044 
マイクロ 731-6221 

TEL 088-863-2720 
マイクロ 731-6121 

TEL 088-863-2171 

TEL 0889-24-5113 
代表 0889-24-5111 

TEL 088-893-1113 
代表 088-893-1111 

TEL 088-852-7607 
代表 088-852-1111 

TEL 088-823-9055 
代表 088-822-8111 

TEL 0887-52-8008 
代表 0887-53-3111 
 

TEL 088-880-6575 
代表 088-863-2111 

TEL 0887-57-8501 
代表 0887-56-0511 

TEL 088-893-2111 

（河川課） 

TEL 088-823-9838 
マイクロ 739-33 

739-34 
FAX 739-50 
  088-823-9129 

中央西土木事務所 

中央東土木事務所 

高知土木事務所 

TEL 088-882-8141 

高知地方気象台 

高知河川国道事務所 

TEL 0889-26-1161 

越知事務所 
佐川町 

総務課 

TEL 0889-22-7700 
代表 0889-22-7700 
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【海岸】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土 佐 市 

防災対策課 

四国地方整備局 

地域河川課 

高知河川国道事務所 

（財）河川情報センター 

（財）河川情報ｾﾝﾀ  ー

端末機械設置者 

高知海岸出張所 

高知県水防本部 

TEL 087-851-8061 
マイクロ 88-3851 
FAX 087-811-8419 

TEL 088-833-0111 
マイクロ 731-315 
FAX  088-821-9152 

TEL 087-851-9911 
マイクロ 718-21 
FAX 718-60,61 
   087-851-9929 

TEL 088-848-0038 
マイクロ 731-6321 

TEL 088-863-2177 

TEL 088-893-2123 

（港湾・海岸課） 

TEL 088-823-9887 
FAX 088-823-9657 

中央西土木事務所 

漁港海岸班 

中央東土木事務所 

河港管理課 

高知土木事務所 

河川砂防管理班 

TEL 088-882-8143 

高知地方気象台 

TEL 088-822-8883 
FAX 088-873-1433 

南 国 市 

危機管理課 

高 知 市 

地域防災推進課 

TEL 088-880-6575 
代表 088-863-2111 

TEL 088-823-9040 
代表 088-822-8111 

TEL 088-852-7607 
代表 088-852-1111 
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14．水位周知の連絡系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（河川課） 

TEL 088-823-9838 
マイクロ 739-33 

739-34 
FAX 739-50 
  088-823-9129 

TEL 088-822-8881 
FAX 088-825-0887 

四国地方整備局 

水災害予報センター 

（財）河川情報センター 

（財）河川情報ｾﾝﾀ  ー

端末機械設置者 

仁淀川出張所 

高知県水防本部 

い の 町 

総務課 

TEL 087-851-8061 
マイクロ 88-3851,3866 
FAX 087-811-8419 

TEL 088-833-0111 
マイクロ 731-351,352 
FAX 088-833-5357 

TEL   087-851-9911 
マイクロ 718-22 
FAX 718-60,61 
   087-851-9929 
 

TEL 088-894-2044 
マイクロ 731-6221 

TEL 088-893-1113 
代表 088-893-1111 

TEL 088-872-1114 
FAX 088-875-8787 

TEL 088-893-2111 

中央西土木事務所 

危機管理・防災課 

TEL 088-823-9320 

高知地方気象台 

高知河川国道事務所 

高知新聞 

エフエム高知 

TEL 088-880-1234 
FAX 088-885-0621 

さんさんテレビ 

TEL 088-880-1133 
FAX 088-884-1843 

テレビ高知 

TEL 088-825-4215 
FAX 088-824-7893 

高知放送 

TEL 088-823-9580 
FAX 088-873-0337 

ＮＨＫ高知放送局 

TEL 088-826-0110 
FAX 088-872-7853 

警察本部 

共同発表 

各新聞社 

各通信社 

TEL 088-825-4045 
FAX 088-825-4046 

- 参12 -



 

 

15．主要関係機関一覧表 

関係機関 電話番号 代表者 担 当 者 関係機関 電話番号 代表者 担 当 者 

高知県水防本部 
高知 088 

823-1111 
知 事 

河川課長 
港湾・海岸課長 

南国市消防本部 

南国市消防署 

南国 088 

863-3511 

消防長 

署 長 

警防係長 

第一消防隊長 

高知土木事務所 
高知 088 

882-8141 
所 長 河川管理課長 

香南市消防組合

消防本部 

香南市消防署 

赤岡 

0887 

 55-4141 

消防長  

中央西 

土木事務所 

いの 088 

893-2111 
〃 

河港建設課長 

河港第一班長 

高知県 

 警察本部 

高知 088 

826-0110 
本部長 

災害対策課主

任 

中央東 

土木事務所 

南国 088 

863-2171 
〃 

河港管理課長 

河港保全班長 

越知事務所 
越知 0889 

 26-1161 
〃 道路課長 

日高村 
日高 0889 

 24-5111 
村 長 総務課長 香美警察署 

土佐山田 

0887 

 52-0110 

〃 地域課長 

いの町 
いの 088 

893-1111 
町 長 総務課長 香南警察署 

赤岡 

0887 

 55-0110 

〃 地域課長 

土佐市 
土佐 088 

852-1111 
市 長 防災対策課長 

南国警察署 
南国 088 

863-0110 
〃 地域課長 

佐川町 
佐川 0889 

 22-7700 
町 長 

危機管理対策 

室長 

高知市 
高知 088 

823-9055 
市 長 防災政策課長 土佐警察署 

土佐 088 

852-0110 
〃 地域課長 

香美市 

土佐山田 

0887 

 53-3111 

市 長 防災対策課長 
高知 

 海上保安部 

高知 088 

832-7113 
部 長 警備救難課長 

南国市 
南国 088 

863-2111 
市 長 危機管理課長 

高知 

 地方気象台 

高知 088 

822-8883 
台 長 防災管理官 

香南市 
赤岡 0887 

 56-0511 
市 長 防災対策課長 高知赤十字病院 

高知 088 

822-1201 
院 長  

高知市消防局 
高知 088 

822-8151  
局 長  四国電力 

高知 088 

822-9211 
局 長 総務課長 

高知市南消防署 

春野出張所 

春野 088 

894-3430 
出張所長  ＮＨＫ 

高知 088 

823-2300 
局 長 放送部長 

仁淀消防組合 

日高分署 

日高 0889 

 24-5411 
分署長  

高知放送 

（ＲＫＣ） 

高知 088 

825-4215 
社 長 報道部長 

仁淀消防組合 

消防署 

いの 088 

893-3221 
消防長 警防係長 テレビ高知 

高知 088 

880-1133 
社 長 報道部長 

いの町消防団 
いの 088 

893-0040 

土佐市消防本部 

土佐市消防署 

土佐 088 

852-0001 

本部長 

消防長 
警防班長 さんさんテレビ 

高知 088 

880-1234 
社 長 報道部長 

香美市消防本部 

香美市消防署 

土佐山田 

0887 

 53-4176 

消防長 警防係長 
河川情報センター 

高松センター 

高松 087 

851-9911 

マイクロ 

718-21 

FAX718-

60,61 

所 長 参事 

高吾北消防本部

（署） 

越知 0889 

 26-2111 
本部長  

大阪航空局 

高知空港事務所 

南国 088 

863-2621 
所 長 総務課長 
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Ⅲ 資 料 

１．雨量及び水位・流量観測所一覧表 

（１）雨量観測所 

水 系 種別 所 在 地 
観測 

所名 
所 属 

観測人 

氏 名 

通信連絡 

方  法 
摘 要 

物部川 テレ 高知県香美市物部村別府 別 府 高知県 － テレメータ  

〃 〃 高知県香美市物部村和久保 和久保 〃 － 〃  

〃 自記 高知県香美市香北町永瀬 永 瀬 〃 － ＮＴＴ 
永瀬ダム 

0887-58-2046 

〃 テレ 高知県香美市物部村笹字猪谷 笹 〃 － テレメータ  

〃 〃 高知県香南市香我美町藤ヶ谷 舞 川 〃 － 〃  

〃 〃 
高知県香美市香北町河野字中

麦粉８２４番６ 
香 北 

高知河川

国 道     
－ 〃   

〃  〃 
高知県香美市香北町西川スベ

リ石乙２３４８番地 
佐 敷 〃 － 〃  

〃 自記 
高知県香美市物部町字野々内

１６０番地先 
市 宇 〃 － －  

〃 
テレ 

自記 

高知県香美市香北町大束字 

西ノ佐古２９６番 
大 束 〃 － テレメータ  

〃 〃 
高知県香美市香北町岩改字平

９７２番２ 
岩 改 〃 － 〃  

仁淀川 テレ 
愛媛県上浮穴郡久万高原町 

大味川サギザコ２１ 
面 河 大渡ダム － 〃  

〃 〃 
愛媛県上浮穴郡久万高原町 

杣野字新田２０ 
梅ヶ市 〃 － 〃  

〃 〃 
愛媛県上浮穴郡久万高原町 

大味川字セト家地上 3 番耕地 
大味川 〃 － 〃  

〃 〃 
愛媛県上浮穴郡久万高原町 

直瀬字並松甲 3975 
上直瀬 〃 － 〃  

〃 〃 
愛媛県上浮穴郡久万高原町 

上野尻字ケジ谷 230-1 
久 万 〃 － 〃  

〃 〃 
愛媛県上浮穴郡久万高原町 

 二名字永久甲 291-1 
永 久 〃 － 〃  

〃 〃 
愛媛県上浮穴郡久万高原町 

上黒岩ハチマンミチ中 469-1 
御三戸 〃 － 〃  

〃 〃 
愛媛県上浮穴郡久万高原町 

日野浦御山 349-2 
美 川 〃 － 〃  

〃 〃 
愛媛県上浮穴郡久万高原町 

黒藤川字ナガサキ 3563-1 
黒藤川 〃 － 〃  

〃 〃 
愛媛県喜多郡内子町中川小田

深山国有林 59 林班イ小班 
獅子越 〃 － 〃  

〃 〃 
愛媛県上浮穴郡久万高原町 

西谷字中久保乙 497-46 
地 芳 〃 － 〃  

〃 〃 
愛媛県上浮穴郡久万高原町 

西谷字ミキタニ山乙 206-3 
西 谷 〃 － 〃  
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水 系 種別 所 在 地 
観測 

所名 
所 属 

観測人 

氏 名 

通信連絡 

方  法 
摘 要 

仁淀川 テレ 
高知県吾川郡仁淀川町 

高瀬 3815 
大 渡 大渡ダム － テレメータ  

〃 〃 
愛媛県上浮穴郡久万高原町 

 中津字休場 243番地先 
休 場 〃 － 〃  

〃 
テレ 

自記 

高知県吾川郡いの町 

小川新別字湯場 
樅ノ木山 

高知河川

国 道     
－ 〃  

〃 〃 
高知県吾川郡仁淀川町長者字

東駄馬乙４９３番地 
長 者 〃 － 〃  

〃 〃 
高知県土佐市家俊字三郎 

５６０の１番地 
家 俊 〃 － 〃  

〃 〃 
高知県吾川郡仁淀川町椿山 

字カバクラ５３１番地 
椿 山 〃 － 〃  

〃 〃 
高知県高岡郡佐川町古畑字ク

ロイシヤシキ１５４７番地 
古 畑 〃 － 〃  

〃 〃 
高知県高岡郡佐川町字西的場

乙２５８３番２ 
佐 川 〃 － 〃  

〃 〃 
高知県吾川郡仁淀川町北浦 

マエダ５４６－２番地 
池 川 〃 － 〃  

〃 〃 高知県吾川郡仁淀川町大崎 川 口 〃 － 〃  

〃 〃 
高知県吾川郡いの町上八川下

分字石船２８７８番地２ 
思 地 〃 － 〃  

〃 〃 
高知県高岡郡日高村本郷字 

赤はげ２９７４－３ 
本 郷 〃 － 〃  

〃 自記 
高知県高知市春野町弘岡上１

９９２ 
弘 岡 〃 

仁淀川

出張所 
マイクロ 6221～6223 

〃 〃 
高知県吾川郡仁淀川町大屋字

樫山 
樫 山 〃 － －  

〃 〃 
高知県吾川郡いの町小川東津

賀才字中ノヂ９３９番地 
南 越 〃 － －  

〃 〃 高知県吾川郡仁淀川町瓜生野 瓜生野 〃 － －  

〃 〃 
高知県吾川郡いの町下八川字

東長引８２４番地 
長 引 〃 － －  

〃 
テレ 

自記 
高知県吾川郡いの町枝川 枝 川 〃 － テレメータ  

〃 〃 高知県高知市六泉寺町 96-7 高知 〃 － 〃  

〃 自記 高知県吾川郡いの町音竹 
宇治川 

排水機場 
〃 － －  

〃 〃 高知県吾川郡いの町大内 
南の谷 

排水機場 
〃 － －  

〃 〃 高知県吾川郡いの町八田 
奥田川 

排水機場 
〃 － －  

〃 〃 
高知県土佐市中島字東大垣 

４９４番地２ 

波介川 

水門 
〃 － －  

〃 〃 高知県土佐市新居地先 新居樋門 〃 － －  
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（２）水位・流量観測所一覧表 

水 系 種別 所 在 地 
観 測 

所 名 
所 属 

氾濫危険 

避難判断 

氾濫注意 

水防団待機 

０点高 
観測人 

氏 名 

通信連絡 

方  法 
その他 

物部川 
テレ 

自記 

高知県香南市 

 野市町深渕 
深 渕 

高知 

河川 

国道 

4.25(無) 

3.80(無) 

3.40 

2.80 

11.68 
(新 TP) 

 
 テレメータ  

〃 
テレ 

自記 

高知県香美市 

 土佐山田町戸板島 
戸坂島 〃  

20.09 
(新 TP) 

 〃  

〃 自記 
高知県香南市 

吉川町吉原 
吉 川 〃  

0.00 
(旧 TP) 

 －  

〃 テレ 
高知県香美市 

土佐山田町楠目 
楠 目 高知県  35.00  テレメータ  

仁淀川 
テレ 

自記 

高知県吾川郡 

 仁淀川町大崎 
川 口 

高知 

河川 

国道 

 
76.82 
(新 TP) 

 〃  

〃 〃 
高知県吾川郡 

いの町加田渦ノ谷 
伊 野 〃 

7.90(無) 

7.20(無) 

6.60 

5.00 

10.18 
(新 TP) 

 〃  

〃 自記 
高知県土佐市 

高岡町天崎 
新八田 〃  

0.00 
(旧 TP) 

 －  

〃 テレ 高知県土佐市中島 中 島 〃  
0.26 

(新 TP) 
 テレメータ  

〃 
テレ 

自記 

高知県高知市 

 春野町仁西 
仁 西 〃  

-0.72 
(新 TP) 

 〃  

〃 〃 
高知県高岡郡 

 日高村本郷赤はげ 
本 郷 〃  

0.00 
(新 TP) 

 〃  

〃 自記 
高知県吾川郡 

いの町天神通 
相生川 〃  

11.76 
(新 TP) 

 －  

〃 〃 
高知県吾川郡 

いの町音竹 
新砂ヶ森 〃  

0.00 
(旧 TP) 

 －  

〃 〃 
高知県吾川郡 

いの町駅南 
駅 南 〃  

0.00 
(旧 TP) 

 －  

〃 〃 高知県土佐市中島 小野橋 〃  
0.00 

(旧 TP) 
 －  

〃 〃 
高知県吾川郡 

仁淀川町土居甲 
池 川 〃  

135.85 
(旧 TP) 

 －  
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水 系 種別 所 在 地 
観 測 

所 名 
所 属 

氾濫危険 

避難判断 

氾濫注意 

水防団待機 

０点高 
観測人

氏 名 

通信連絡 

方  法 
その他 

仁淀川 テレ 
高知県吾川郡 

 いの町枝川 
枝 川 高知県 

3.40 

2.80 

2.20 

1.90 

10.73  テレメータ  

〃 自記 高知県土佐市波介 波 介 〃 

－ 

5.50 

4.50 

0.00  〃  

〃 
テレ 

自記 

高知県高岡郡 

 越知町越知字木倉 
越 知 

大渡 

ダム 
 48.39  テレメータ  

〃 〃 
高知県吾川郡いの町

柳瀬石見字不動 
不 動 〃  25.18  〃  

〃 〃 
高知県吾川郡 

 いの町加田 
加 田 〃  11.74  〃  

〃 〃 
高知県吾川郡仁淀川

町森字西久喜 1862-8 
森 〃  121.77  〃  

〃 テレ 
愛媛県上浮穴郡久万

高原町仕出 1829 
仕 出 〃  373.32  〃  

〃 自記 
高知県吾川郡 

いの町下八川 
下八川 

高知 

河川 

国道 

 
45.00 
(旧 TP) 

 －  

〃 テレ 
高知県土佐市北地

733-2 
一ツ木橋 〃  

2.23 
(新 TP) 

 テレメータ  
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（３）風向、風速観測所 

 

箇 所 所 在 地 観測所名 観測人氏名 通信連絡方法 その他 

高 知 

海 岸 
高知県土佐市新居 新 居 － テレメータ － 

 

（４）波浪、波高観測所 

 

箇 所 所 在 地 観測所名 観測人氏名 通信連絡方法 その他 

高 知 

海 岸 
高知県高知市春野町甲殿 戸 原 － テレメータ 

甲殿川水門 

操 作 室 

 

（５）潮位観測所 

 

箇 所 所 在 地 観測所名 観測人氏名 通信連絡方法 その他 

高 知 

海 岸 
高知県土佐市宇佐町荻岬 荻 岬 － テレメータ － 
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１－１ 物部川水系観測所位置図 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 参19 -



 

 

１－２ 仁淀川水系観測所位置図 
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１－３ 高知海岸観測所位置図 

荻岬潮位観測所 

戸原波浪波高観測所 
新居風向風速観測所 
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情報収集及び伝達系統図(水防警報) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関係機関 電    話 直接担当者 

高知県水防本部 
088-823-9838 

088-823-9886 

河川課 

港湾・海岸課 

高知土木事務所 088-882-8141 河川管理課 

中央西土木事務所 088-893-2111 河港建設課 

中央東土木事務所 088-863-2171 河港管理課 

越知事務所 0889-26-1161 河川砂防課 

日 高 村   0889-24-5111 総 務 課 

い の 町 088-893-1111 〃 

土 佐 市 088-852-1111 〃 

高 知 市 088-823-9040 防災対策部 

香 美 市 0887-53-3111 防災対策課 

南 国 市 088-863-2111 危機管理課 

香 南 市 0887-56-0511 防災対策課 

高 知 市 088-822-8111 総 務 課 

佐川町 0889-22-7700 〃 

大渡ダム 大 渡（マイクロ）735-332 管理第一係 

高知地方気象台 088-822-8881 観測予報管理官室 

河川情報センター 高  マイクロ（781-22） 所   長 

河川情報センター 
マイクロ 718-22 

大渡ダム管理所 
マイクロ 735-201 

仁淀川出張所 
マイクロ 6221 TEL 894-2044 

国
土
交
通
本
省 

四
国
地
方
整
備
局 

 
 
 

 

災
害
対
策
本
部 

マ
イ
ク
ロ 

 
 

２
９
１
１ 

高
知
河
川
国
道
事
務
所 

 
 

災
害
対
策
支
部 

高知県水防本部 
（河川課）TEL 823-9838 
マイクロ 739-34（ダム） 
マイクロ 739-33（河川） 

物部川出張所 
マイクロ 6121 TEL 863-2720 

高知海岸出張所 
マイクロ 6321 TEL 848-0038 

放流通報 

警報 

マイクロ 
 731-560，561 
TEL 832-0779（直通） 
TEL 833-0111（代表） 

警報→ 

中央西土木事務所 
 893-2111 

中央東土木事務所 
 863-2171 

日 高 村 
0889-24-5111 

い の 町 
  893-1111 

土 佐 市 
  852-1111 

高 知 市 
  823-9040 

仁淀川消防組合 
日高分署               0889-24-5411 

仁淀川消防組合 
消防署        893-3221 
いの町消防団     893-0040 

土佐市消防本部 852-0001 
(土佐市消防署）   852-1232 
第一分団屯所  852-1232 

高知市消防局  822-8151   

香 美 市 
0887-53-3111 

南 国 市 
088-880-2111 

香 南 市 
0887-56-0511 

香美市消防本部 
香美市消防署        0887-53-4176 

南国市消防本部 
南国市消防署   863-3511 

88 
 ▏  

香南市消防本部      
香南市消防署      0887-55-4141 

高知土木事務所 
 882-8141 

高知地方気象台 
 TEL 822-8881 

越知事務所 
 0889-26-1161 

佐 川 町 
0889-22-7700 

 

 

無線(マイクロ) 

有線(電話) 
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物部川洪水予報業務に関する細目協定 

 

 

四国地方整備局高知河川国道事務所（以下「高知河川国道事務所」という。）と高知地

方気象台は、「国土交通省河川局及び気象庁が共同して行う洪水予報業務についての基本

協定（平成１７年７月１日）」に基づき、物部川洪水予報業務について次のとおり細目協定

を締結する。 

また、本協定を円滑に運用するため「実施要領」を別に定める。 

 

１ 洪水予報の予報区域 

洪水予報の予報区域及び水位又は流量の予報に関する基準地点の水位観測所（以下

「基準観測所」という。）は、付表１のとおりとする。 

 

２ 洪水予報の作業場所及び連絡方法 

高知河川国道事務所及び高知地方気象台では、それぞれの庁舎内に作業場所を定めて

洪水予報業務を行うものとし、洪水予報作業に関する相互の連絡は高知河川国道事務所

と高知地方気象台間にオンラインで接続された情報処理システム（以下「情報システム」

という。）又は電話等によるものとする。 

 

３ 洪水予報作業の実施方法 

洪水予報作業のうち、主として気象状況に関する部分は高知地方気象台、水文状況に

関する部分は高知河川国道事務所が担当し、双方密接な連絡協議のうえ実施するものと

する。 

 

４ 洪水予報の伝達 

洪水予報の伝達先及び伝達方法は、実施要領によるものとする。 

 

５ 洪水予報作業の開始及び終了の時期 

（１）洪水予報作業の開始時期は、次のいずれかの場合に双方が協議のうえ決定する。 

ア 雨量などの気象状況から洪水のおそれがあると判断されるとき 

イ 付表１の基準観測所の水位から洪水のおそれがあると判断されるとき 

ウ その他、高知河川国道事務所と高知地方気象台の一方から要求があったとき 

（２）洪水予報作業の終了時期は、双方が協議のうえ決定する。 
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６ 洪水予報の発表 

洪水予報は、高知河川国道事務所と高知地方気象台が共同発表するものとし、発表形

式等については実施要領によるものとする。 

 

７ 洪水予報の種類等と発表基準 

洪水予報の種類等とそれぞれの発表基準は付表２を基本とし、具体的な基準等は、実

施要領によるものとする。 

 

８ 情報システム障害時及び、機能喪失時の措置 

情報システムの一時的な障害や、長期障害を含む機能喪失時における洪水予報作業の

要領については、実施要領によるものとする。 

 

９ その他 

洪水予報の実施に関し、告示事項及び本協定の内容を変更する必要が生じた場合、又

は本協定に定めていない事項について一方から申し入れがあった場合には、速やかに協

議するものとする。 

 

     令和４年６月１３日 

 

            四国地方整備局高知河川国道事務所長  多田 直人 

             

                                     

高 知 地 方 気 象 台 長    吉野 昌史 
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付表１ 洪水予報の予報区域及び水位又は流量の予報に関する基準観測所 

予報区域名 水系名 河川名 区域 
洪水予報 

基準観測所 

物部川 物部川 物部川 

左岸 

高知県香美市土佐山田町 

神母ノ木字川添 426番の 2地先 

から 海まで(河口) 

 

右岸 

高知県香美市土佐山田町 

楠目字半坂 1742番地先 

(合同堰下流） 

から 海まで(河口) 

深 渕 
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付表２ 洪水予報の種類等と発表基準 

 洪水予報の種類とそれぞれの発表基準（臨時の洪水予報を除く）は、以下を基本とす

る。臨時の洪水予報については、氾濫発生情報、氾濫危険情報または氾濫警戒情報の発

表中等に、今後河川氾濫の危険性が高い場合において、発表されている大雨特別警報の

警報等への切替時に、河川氾濫に関する情報として発表するものとする。 

種類  情報名 発表基準 

「洪水警報(発表)」

又は 

「洪水警報」 

「氾濫発生情報」 ・氾濫が発生したとき 

・氾濫が継続しているとき 

「氾濫危険情報」 ・急激な水位上昇によりまもなく氾濫危険水位を超え、さらに

水位の上昇が見込まれるとき 

・氾濫危険水位に到達したとき 

・氾濫危険水位を超える状態が継続しているとき 

「氾濫警戒情報」 ・氾濫危険水位に到達すると見込まれるとき 

・避難判断水位に到達し、さらに水位の上昇が見込まれる

とき 

・氾濫危険情報を発表中に、氾濫危険水位を下回ったとき（避

難判断水位を下回った場合を除く） 

・避難判断水位を超える状態が継続しているとき（水位の上昇

の可能性がなくなった場合を除く） 

「洪水注意報(発表)

」又は 

「洪水注意報」 

「氾濫注意情報」 ・氾濫注意水位に到達し、さらに水位の上昇が見込まれる

とき 

・氾濫注意水位以上で、かつ避難判断水位未満の状態が継

続しているとき 

・避難判断水位に到達したが、水位の上昇が見込まれない

とき 

「洪水注意報（警報

解除）」 

「氾濫注意情報 

(警戒情報解除）」 

・氾濫危険情報又は氾濫警戒情報を発表中に、避難判断水

位を下回った場合（氾濫注意水位を下回った場合を除く） 

・氾濫警戒情報発表中に、水位の上昇が見込まれなくなっ

たとき（氾濫危険水位に達した場合を除く） 

「洪水注意報解除」 「氾濫注意情報解除」 ・氾濫発生情報、氾濫危険情報、氾濫警戒情報又は氾濫注意情

報を発表中に、氾濫注意水位を下回り、氾濫のおそれがなく

なったとき 

注１：予報区域に複数の基準観測所がある場合は、いずれかの基準観測所で発表基準となった場

合に発表（切替を含む。）を行うこととし、最も危険度の高い基準観測所の水位を基に、

種類及び情報名を選定するものとする。 

注２：堤防の損傷等により、氾濫のおそれが高まったと判断できる場合には、双方が協議した上

で、この表によらずに洪水予報を発表することができる。 
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物部川洪水予報実施要領 

 

四国地方整備局高知河川国道事務所（以下「高知河川国道事務所」という。）と高知地

方気象台は、「物部川洪水予報業務に関する細目協定（令和４年６月１３日）」（以下「細目

協定」という。）に基づき、物部川洪水予報業務について次のとおり実施要領を定める。 

なお、臨時の洪水予報については、別紙に定めるとおり運用する。 

 

１ 洪水予報の作業場所 

洪水予報作業は高知河川国道事務所調査課と高知地方気象台において実施するもの

とする。 

 

２ 洪水予報を行う際に用いる資料 

物部川における流域内の気象庁雨量観測所及び国土交通省雨量・水位観測所の所在は、

付表１、配置図は付図１のとおりとする。 

 

３ 洪水予報を行う際の連絡 

洪水予報作業に関する連絡は、原則として、高知河川国道事務所においては調査課長

が、高知地方気象台においては観測予報管理官が行うものとする。 

連絡方法については、高知河川国道事務所と高知地方気象台間にオンラインで接続さ

れた情報処理システム（以下「情報システム」という。）、又は付図２に番号を示した電

話・FAXによるものとする。 

 

４ 洪水予報の伝達 

洪水予報の伝達先及び伝達方法は、それぞれ付表２、付図２のとおりとする。 

 

５ 洪水予報作業の開始及び終了の時期 

（１） 洪水予報作業の開始時期は、次のいずれかの場合に双方が協議のうえ決定する。 

ア 付表３に示す流域平均雨量が、表に示す基準値以上となり、引き続きかなりの

降雨量が予想されるとき 

イ 付表１（３）に示す基準観測所の水位が水防団待機水位を超え、引き続きかな

りの増水が予想されるとき 

ウ その他、洪水予報の必要が認められ、一方から要求があったとき 

（２） 洪水予報作業の終了時期は、洪水による危険がなくなったと認められるとき、

双方が協議のうえ決定する。 
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６ 洪水予報の発表 

（１） 洪水予報には、標題、洪水予報番号、種類、発表日時、発表官署名、見出し、

主文及び問い合わせ先を記載することとし、必要に応じ、雨量、水位、注意事項、

参考資料等を記載することとする。 

（２） 具体的な発表形式は、付図３の発表形式イメージを基本とするが、詳細の文言

は必要に応じて変更できるものとする。また、緊急に発表が必要なときは、適宜

予報文を簡略化するなど、迅速な発表に努めるものとする。 

（３） 必要に応じて、予報文を補足する参考資料を、双方で協議の上添付することと

する。 

（４） 洪水予報番号は細目協定に定めた予報区域ごと、洪水ごとに一連番号とし、洪

水予報の解除を最終番号とする。 

（５） 予報文の作成にあたっては、相互に密接な連絡を保ちつつ、洪水予警報等作成

システムを用いるものとする。 

（６） 物部川において、付表１（３）に示す基準観測所で発表基準となった場合に発

表（切替を含む。）を行うものとする。 

（７） 発表した予報文に誤りがあった場合は、速やかに新たな予報文を発表する。そ

の際、発表日時は新たに発表した日時とし、洪水予報番号は誤りがあった予報文

の洪水予報番号を１つ繰り上げた番号とする。また、必要に応じ、訂正した箇所

について簡潔に注意事項に記載する。 

  なお、洪水予報の発表にあたり、高知県防災部局や報道機関等へは気象台等から 

情報が提供されていることを念頭に、８に述べる情報システムの障害時を除き、 

FAXを用いるなどの変則的な運用は行わないことを徹底する。 

 

７ 洪水予報の発表基準 

  洪水予報の発表に関する具体的な水位の基準は、付表１（３）のとおりとする。 

  なお、氾濫危険水位に到達していない場合で、氾濫する可能性のある水位への到達を

３時間先までに予測した場合は、氾濫危険情報を発表する。またこれを除く条件で、避

難判断水位に到達していない場合で、氾濫危険水位の到達を４時間先以降に予測した場

合は、６０分の間、初期値が変わっても氾濫危険水位に到達する予測に変わりがないこ

とを確認した上で、氾濫警戒情報を発表する。 

 

８ 情報システム障害時及び、作業場所の機能喪失時の措置 

（１）情報システムの障害時においては、以下の要領で作業を行う。 

ア 洪水予報作業に用いる資料の交換は、付表４の種類について、FAX 又は電話等

により、必要に応じ適宜行うものとする。 

イ 障害等により、通常の作業手順で洪水予報文を作成できない場合には、原則と 

して洪水予警報等作成システムのマニュアルに従い対応するものとする。 
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なお、洪水予警報等作成システムのマニュアルで対応できない場合は、高知河

川国道事務所において緊急版の作業用紙を用いて洪水予報文を作成する。この場

合、FAX等により高知地方気象台に予報文案を送信し、相互で確認・承認等を行

う。 

ウ 障害時の予報文の部外機関への伝達については、高知河川国道事務所及び高知

地方気象台のそれぞれが定める方法により、確実に行うものとする。 

（２）洪水予報の作業場所の機能喪失においては、以下の要領で作業を行う。 

ア 機能喪失した高知河川国道事務所で実施すべき作業を、四国地方整備局の本

局・他事務所（連絡先は付表５）で代行する。 

イ 機能喪失した気象台で実施すべき作業を、気象庁の他官署（連絡先は付表５）

で代行する。 

 

９ その他 

（１） 洪水予報を円滑に実施するため、双方で定期的に対向試験を行い、習熟を図る

ものとする。 

（２） 本要領の内容を変更する必要が生じた場合、又は本要領に定めていない事項に

ついて一方から申し入れがあった場合には速やかに協議する。 

 

  令和４年６月１３日 

 

     四国地方整備局 高知河川国道事務所 調査課長     藤坂 昌史 

 

     高知地方気象台           観測予報管理官  水野 善夫 

 
付則 

この実施要領は、平成２５年１０月１日から適用する。 
この実施要領は、平成２８年４月２５日に改正する。 
この実施要領は、平成２８年４月２６日から施行する。 
この実施要領は、平成２９年３月２１日に改正する。 
この実施要領は、平成２９年３月２２日から施行する。 
この実施要領は、平成３０年４月２日に改正し同日から施行する。 
この実施要領は、令和元年５月２９日に改正し同日から施行する。 
この実施要領は、令和２年７月１５日に改正し同日から施行する。 
この実施要領は、令和３年６月１日に改正し同日から施行する。 
この実施要領は、令和４年６月１３日に改正し、同日から施行する。 
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付表１ 物部川における流域の雨量・水位観測所及び基準水位 

 

 （１）気象庁雨量観測所 

流域 観測所名 所在地 標高 m 

物部川 

大栃 おおどち 高知県香美市物部町大栃 ２１０ 

南国日章 
なんこくにっし

ょう 
高知県南国市物部 ９ 

 

 （２）国土交通省雨量観測所 

流域 観測所名 所在地 標高 m 

物部川 

佐敷 さじき 高知県香美市香北町佐敷 １７０ 

香北 かほく 
高知県香美市香北町河野字中麦

粉 824番 6 
７２８ 

市宇 いちう 
高知県香美市物部町宇野々内

160番地先 
４００ 

 

 （３）国土交通省水位観測所（基準観測所） 

河

川 
観測所名 位置 所在地 

水防団待機水位 

（通報水位） 

m 

氾濫注意水位 

（警戒水位） 

m 

避難判断水位 

m 

氾濫危険水位 

 

m 

氾濫する可能

性のある水位 

m 

レベル1水位 レベル2水位 レベル3水位 レベル4水位  

物

部

川 

深渕 
ふか 

ぶち 

北緯33 ﾟ 34’ 06’’ 
東経133ﾟ40’ 54’’ 

高知県香南

市野市町深

渕 

2.80 3.40 

無堤部区間 

3.80 

有堤部区間 

4.10 

無堤部区間 

4.25 

有堤部区間 

4.55 

無堤部区間 

4.70 

有堤部区間 

5.50 

 

 （４）国土交通省水位観測所（基準観測所以外） 

河

川 
観測所名 位置 所在地 

水防団待機水位

（通報水位） 

m 

氾濫注意水位

（警戒水位） 

m 

避難判断水位 

m 

氾濫危険水位 

m 

レベル1水位 レベル2水位 レベル3水位 レベル4水位 

物

部

川 

戸板島 
といた

じま 

北緯33 ﾟ 35’ 28’’ 
東経 133 ﾟ 41’ 34’’ 

高知県香美市

土佐山田町戸

板島 

－ － － － 
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付表２ 洪水予報の伝達先等 

伝 達 先 伝  達  方  法 担  当  官  署 

高知県水防本部（河川課） ﾒｰﾙ・fax又は専用電話 高知河川国道事務所 

（一財）河川情報センター 〃 〃 

高知市 〃 〃 

南国市 〃 〃 

香南市 〃 〃 

香美市 〃 〃 

高知県（危機管理・防災課） 
気 象 情 報 伝 送 処 理 

シ ス テ ム 
高知地方気象台 

日本放送協会高知放送局 

（※日本放送協会松山放送

局） 

〃 〃 

NTT五反田センタ 〃 〃 

総務省消防庁 〃 〃 

  ※NTT 五反田センタへの洪水予報の伝達は洪水警報のみとし、一般の利用に適合する

洪水警報の通知をもって代える。 

  ※障害時や日本放送協会高知放送局の職員不在時間帯は、日本放送協会松山放送局へ 

伝達する場合がある。 

※報道機関については、上に記載した日本放送協会のほか、その他の民間放送局及び

ラジオ放送局へ、別途気象庁システムにより配信している。 
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付表３ 洪水予報作業の開始基準雨量 

  次の基準観測所上流域の流域平均雨量を基準とする。 

予報区域 基準観測所 
基 準 雨 量（単位：ミリ） 

６時間雨量 １２時間雨量 ２４時間雨量 

物部川 深渕 － － １５０ 

 

付表４ 情報システム障害時に交換する資料 

（１） 高知地方気象台から高知河川国道事務所に通報するもの 

ア 高知県に発表された注意報・警報（水防活動用） 

イ 気象情報（大雨、台風、低気圧、梅雨等） 

ウ 解析雨量 

エ 降水短時間予報 

オ 次の水位観測所上流域の流域平均雨量（前１時間実況、６時間先までの時別予測） 

物部川 深渕 

 

（２） 高知河川国道事務所から高知地方気象台に通報するもの 

ア 次の観測所の雨量（前１時間実況） 

物部川 佐敷 香北 市宇 

イ 次の観測所の水位（実況） 

物部川 深渕 

 

付表５ 代行作業担当官署の連絡先 

     四国地方整備局 

河川部水災害予報センター   電話番号  ０８７－８１１－８３２０ 

                     Ｆ Ａ Ｘ  ０８７－８１１－８４１９ 

          

      高松地方気象台        電話番号  ０８７－８２６－６１２３ 

                     Ｆ Ａ Ｘ  ０８７－８２６－６１３３ 

 

- 参33 -



付図１ 雨量・水位観測所配置図 

 

 

△ 大栃 

△ 南国日章 
深渕（無堤） 

深渕（有堤） 

物 
部 

川 
予 
報 

区 
域 （10.5km） 
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付図２ 伝達系統図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

凡   例 

専用回線(fax又はﾒｰﾙ)) 

専用回線以外 

         

 

 

中央東土木事務所 
NTT 088-863-2171 
FAX 088-864-0987 

香美市 

NTT 0887-53-3111 

物部川出張所 
NTT 088-863-2720 
マイクロ   731-6121 

「川の防災情報」管理者 
（(一財)河川情報センター） 
NTT 087-851-9911 
FAX 087-851-9929 
マイクロ   718-21,22 
FAX    718-60,61 
 

四国地方整備局 
水災害予報センター 
マイクロ  88-3851,3866 
FAX   88-3799 
災害対策室 
マイクロ  88-2911～2913 
FAX   88-2921～2923 

高知県危機管理・防災課 
NTT 088-823-9320 
FAX 088-823-9253 
 

住 民 

共

同

発

表 

高知河川国道事務所 
調査課 
NTT 088-832-0779 
FAX 088-833-5357 
マイクロ 731-351,352 
FAX 731-359 
災害対策室 
NTT 088-831-6979 
FAX 088-833-5357 
マイクロ 731-560,561 
FAX 731-339,359  

 

高知地方気象台 

 

NTT 088-822-8881 

FAX 088-825-0887 

高知県水防本部 

（河川課） 

NTT 088-823-9838 

FAX 088-823-9129 

マイクロ   739-33,34 

NTT五反田センタ 

（洪水予報のうち、洪水警報のみ伝達) 

南国市 

NTT 088-863-2111 

香南市 

NTT 0887-56-0511 

高知市 

NTT 088-823-9040 

高知土木事務所 
NTT 088-882-8141 

  FAX 088-884-6154 

総務省消防庁 

気象情報伝送処理システム 

高知市 

NTT 088-823-9040 

香美市 

NTT 0887-53-3111 

南国市 

NTT 088-863-2111 

香南市 

NTT 0887-56-0511 

日本放送協会高知放送局 
NTT 088-823-9580 
FAX 088-873-0337 
※日本放送協会松山放送局 
NTT 089-921-1117 
FAX 089-921-1146 

気象情報伝送処理システム 

気象情報伝送処理システム 

気象情報伝送処理システム 

報道機関については、上に記
載した日本放送協会のほか、
その他の民間放送局及びラジ
オ放送局へ、別途気象庁シス
テムにより配信している。 

※障害時や日本放送協会高
知放送局の職員不在時間帯
は、日本放送協会松山放送
局へ伝達する場合がある。 
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付図３ 洪⽔予報形式の発表イメージ 

→ → → 

（⾒出し） 

物部
ものべ

川
がわ

氾濫注意情報 
物 部 川 洪 ⽔ 予  報  第   ○  号 
洪 ⽔ 注  意  報  （  発  表 ）  
令  和 ○○年○○⽉○○⽇○○時○○分 
⾼知河川国道事務所
こ う ち か せ ん こ く ど う じ む し ょ

 ⾼知地⽅気象台
こ う ち ち ほ う き し ょ う だ い

 共同発表 

【警戒レベル２相当情報［洪⽔］】物部
も の べ

川
がわ

では、氾濫注意⽔位に到達し、今
後、⽔位はさらに上昇する⾒込み 

（主 ⽂） 
【警戒レベル２相当】物部

も の べ
川
がわ

の深
ふか

渕
ぶち

（無堤
む て い

）⽔位観測所（⾹南市
こ う な ん し

）では、「氾濫注意⽔位」
に到達し、今後、⽔位はさらに上昇する⾒込みです。洪⽔に関する情報に注意して下さい。 

【警戒レベル２相当】物部
も の べ

川
がわ

の深
ふか

渕
ぶち

（有堤
ゆうてい

）⽔位観測所（⾹南市
こ う な ん し

）では、「氾濫注意⽔位」
に到達し、今後、⽔位はさらに上昇する⾒込みです。洪⽔に関する情報に注意して下さい。 

（⾬量）所により１時間に５０mmの⾬が降っています。 
    今後もこの⾬は降り続く⾒込みです。 

流域 ００⽇ 0０ 時 ０0 分〜０0 ⽇ 0０ 時 
０0 分までの流域平均⾬量 

00 ⽇ 00 時 00 分〜00 ⽇ 00 時 00 
分までの流域平均⾬量の⾒込み 

物部川流域 ○○○ ミリ ○○ミリ

（⽔位）物部川の⽔位観測所における⽔位は次の通りと⾒込まれます。 

観測所名 
⽔位危険度 レベル１ レベル２ レベル３ レベル４

⽔位(m) ⼜は 流量(m3/s) 
⽔防団 氾濫 避難 氾濫
待機 注意 判断 危険 

深渕（無堤）
⽔位観測所 
(⾹南市) 

00⽇00時00分の状況 x.xx
00⽇01時00分の予測 x.xx

00⽇02時00分の予測 x.xx

00⽇03時00分の予測 x.xx

00⽇04時00分の予測 x.xx
00⽇05時00分の予測 x.xx

00⽇06時00分の予測 x.xx

深渕（有堤）
⽔位観測所 
(⾹南市) 

00⽇00時00分の状況 x.xx
00⽇01時00分の予測 x.xx

00⽇02時00分の予測 x.xx

00⽇03時00分の予測 x.xx

00⽇04時00分の予測 x.xx
00⽇05時00分の予測 x.xx

00⽇06時00分の予測 x.xx

予測時間が⻑くなるほど不確実性が⾼まります。予測⽔位の値は今後変わることもあるため、今後も最新
の発表をご確認ください。 
⽔位のグラフは各⽔位間を按分したものです。 
⽔位危険度レベル４については、「氾濫危険⽔位」と「氾濫する可能性のある⽔位」を按分しています。 
堤防の決壊等により「氾濫する可能性のある⽔位」に到達する前に氾濫することもあるため、この⽔位は 
避難⾏動開始の⽬安ではありません。 

発表者 
国⼟交通省  ⾼知河川国道事務所 

気象庁 ⾼知地⽅気象台 

正規 

第１受報者 
機関名 

第２受報者 
機関名 

第３受報者 
機関名 
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   088-832-0779 ( ) 731-351

  088-822-8881

 

 

 

  

https://www.river.go.jp/

https://frl.river.go.jp/

https://www.jma.go.jp/
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■ では、

水位状況

避難判断水位超過

避難判断水位超過 水位低下傾向

物部川 の 深渕(無堤) 水位観測所(高知県香南市)では、当分の間、避難判断水位を超える水位が続く
見込み。

今後の見込み

水位低下傾向

深渕
ふかぶち

(有堤)

(高知
こうち

県香南市
こうなんし

)

物部川洪水予報(臨時)
令和○年○月○日○時○分

問い合わせ先
水位関係：国土交通省　高知河川国道事務所　tel:088-832-0779
気象関係：気象庁　高知地方気象台　tel:088-822-8881

 　国土交通省　高知河川国道事務所
       　　気象庁　高知地方気象台

「大雨特別警報は警報に切り替えたが、河川の増水、氾濫はこれから」

高知県の大雨特別警報は警報に切り替わりますが、物部川の洪水はこれからも警戒が
必要です。天候が回復しても、氾濫が発生するおそれがあるため、洪水への一層の警戒
が必要です。

発表中の指定河川洪水予報は下記のサイトからご覧いただけます。
川の防災情報　https://www.river.go.jp/
気象庁HP https://www.jma.go.jp/

物部川 の 深渕(有堤) 水位観測所(高知県香南市)では、当分の間、避難判断水位を超える水位が続く
見込み。

水位観測所

深渕
ふかぶち

(無堤)

(高知
こうち

県香南市
こうなんし

)

氾濫警戒情報（警戒レベル３相当情報）　を発表中です。物部川
ものべがわ

河川名

物部川
ものべがわ

物部川
ものべがわ
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■ では、

水位状況

氾濫危険水位超過

氾濫危険水位超過

物部川洪水予報(臨時)
令和○年○月○日○時○分

問い合わせ先
水位関係：国土交通省　高知河川国道事務所　tel:088-832-0779
気象関係：気象庁　高知地方気象台　tel:088-822-8881

 　国土交通省　高知河川国道事務所
       　　気象庁　高知地方気象台

「大雨特別警報は警報に切り替えたが、河川の増水、氾濫はこれから」

高知県の大雨特別警報は警報に切り替わりますが、物部川の洪水はこれからも警戒が
必要です。天候が回復しても、氾濫が発生するおそれがあるため、洪水への一層の警戒
が必要です。

発表中の指定河川洪水予報は下記のサイトからご覧いただけます。
川の防災情報　https://www.river.go.jp/
気象庁HP https://www.jma.go.jp/

物部川 の 深渕(有堤) 水位観測所(高知県香南市)では、当分の間、氾濫危険水位を超える水位が続く
見込みであり、氾濫のおそれあり。

水位観測所

深渕
ふかぶち

(無堤)

(高知
こうち

県香南市
こうなんし

)

氾濫危険情報（警戒レベル４相当情報）　を発表中です。物部川
ものべがわ

河川名

物部川
ものべがわ

物部川
ものべがわ

水位低下傾向

物部川 の 深渕(無堤) 水位観測所(高知県香南市)では、当分の間、氾濫危険水位を超える水位が続く
見込みであり、氾濫のおそれあり。

今後の見込み

水位低下傾向

深渕
ふかぶち

(有堤)

(高知
こうち

県香南市
こうなんし

)
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■ では、

水位状況

氾濫発生中

氾濫発生中 浸水範囲の拡大に注意

物部川 の 深渕(無堤) 水位観測所(高知県香南市) 区間において氾濫が発生。深渕(無堤) 水位観測所
(高知県香南市)では、区間内での浸水範囲の拡大に注意が必要です。各自安全確保を図るなど、適切
な防災行動を取ってください。

今後の見込み

浸水範囲の拡大に注意

深渕
ふかぶち

(有堤)

(高知
こうち

県香南市
こうなんし

)

物部川洪水予報(臨時)
令和○年○月○日○時○分

問い合わせ先
水位関係：国土交通省　高知河川国道事務所　tel:088-832-0779
気象関係：気象庁　高知地方気象台　tel:088-822-8881

 　国土交通省　高知河川国道事務所
       　　気象庁　高知地方気象台

「大雨特別警報は警報に切り替えたが、河川の増水、氾濫はこれから」

高知県の大雨特別警報は警報に切り替わりますが、物部川の洪水はこれからも警戒が
必要です。天候が回復しても、氾濫が発生するおそれがあるため、洪水への一層の警戒
が必要です。

発表中の指定河川洪水予報は下記のサイトからご覧いただけます。
川の防災情報　https://www.river.go.jp/
気象庁HP https://www.jma.go.jp/

物部川 の 深渕(有堤) 水位観測所(高知県香南市) 区間において氾濫が発生。深渕(有堤) 水位観測所
(高知県香南市)では、区間内での浸水範囲の拡大に注意が必要です。各自安全確保を図るなど、適切
な防災行動を取ってください。

水位観測所

深渕
ふかぶち

(無堤)

(高知
こうち

県香南市
こうなんし

)

氾濫発生情報（警戒レベル５相当情報）　を発表中です。物部川
ものべがわ

河川名

物部川
ものべがわ

物部川
ものべがわ
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（参考資料）

水位予測グラフ貼付欄

（スクリーンショット等）

水害リスクラインHP:
https://frlg.river.go.jp/

水位予測グラフ貼付欄

（スクリーンショット等）

水害リスクラインHP:
https://frlg.river.go.jp/

深渕（無堤）水位観測所

（高知県香南市）

深渕（有堤）水位観測所

（高知県香南市）
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仁淀川洪水予報業務に関する細目協定 

 

 

四国地方整備局高知河川国道事務所（以下「高知河川国道事務所」という。）と高知地

方気象台は、「国土交通省河川局及び気象庁が共同して行う洪水予報業務についての基本

協定（平成１７年７月１日）」に基づき、仁淀川洪水予報業務について次のとおり細目協定

を締結する。 

また、本協定を円滑に運用するため「実施要領」を別に定める。 

 

１ 洪水予報の予報区域 

洪水予報の予報区域及び水位又は流量の予報に関する基準地点の水位観測所（以下

「基準観測所」という。）は、付表１のとおりとする。 

 

２ 洪水予報の作業場所及び連絡方法 

高知河川国道事務所及び高知地方気象台では、それぞれの庁舎内に作業場所を定めて

洪水予報業務を行うものとし、洪水予報作業に関する相互の連絡は高知河川国道事務所

と高知地方気象台間にオンラインで接続された情報処理システム（以下「情報システム」

という。）又は電話等によるものとする。 

 

３ 洪水予報作業の実施方法 

洪水予報作業のうち、主として気象状況に関する部分は高知地方気象台、水文状況に

関する部分は高知河川国道事務所が担当し、双方密接な連絡協議のうえ実施するものと

する。 

 

４ 洪水予報の伝達 

洪水予報の伝達先及び伝達方法は、実施要領によるものとする。 

 

５ 洪水予報作業の開始及び終了の時期 

（１）洪水予報作業の開始時期は、次のいずれかの場合に双方が協議のうえ決定する。 

ア 雨量などの気象状況から洪水のおそれがあると判断されるとき 

イ 付表１の基準観測所の水位から洪水のおそれがあると判断されるとき 

ウ その他、高知河川国道事務所と高知地方気象台の一方から要求があったとき 

（２）洪水予報作業の終了時期は、双方が協議のうえ決定する。 

 

６ 洪水予報の発表 

洪水予報は、高知河川国道事務所と高知地方気象台が共同発表するものとし、発表形
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式等については実施要領によるものとする。 

 

７ 洪水予報の種類等と発表基準 

洪水予報の種類等とそれぞれの発表基準は付表２を基本とし、具体的な基準等は、実

施要領によるものとする。 

 

８ 情報システム障害時及び、機能喪失時の措置 

情報システムの一時的な障害や、長期障害を含む機能喪失時における洪水予報作業の

要領については、実施要領によるものとする。 

 

９ その他 

洪水予報の実施に関し、告示事項及び本協定の内容を変更する必要が生じた場合、又

は本協定に定めていない事項について一方から申し入れがあった場合には、速やかに協

議するものとする。 

 

     令和４年６月１３日 

 

            四国地方整備局高知河川国道事務所長  多田 直人 

             

                                                                         

高 知 地 方 気 象 台 長    吉野 昌史 
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付表１ 洪水予報の予報区域及び水位又は流量の予報に関する基準観測所 

予報区域名 水系名 河川名 区域 
洪水予報 

基準観測所 

仁淀川 仁淀川 仁淀川 

左岸 

高知県吾川郡いの町加田字又四郎

2473番の 1地先(いの町加田地先)

から 海まで(河口) 

 

右岸 

高知県高岡郡日高村下分字上ノ首

2653番地(日高村下分地先) 

から 海まで(河口) 

伊野 
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付表２ 洪水予報の種類等と発表基準 

洪水予報の種類とそれぞれの発表基準（臨時の洪水予報を除く）は、以下を基本とす

る。臨時の洪水予報については、氾濫発生情報、氾濫危険情報または氾濫警戒情報の発

表中等に、今後河川氾濫の危険性が高い場合において、発表されている大雨特別警報の

警報等への切替時に、河川氾濫に関する情報として発表するものとする。 

種類 情報名 発表基準 

「洪水警報(発表)」

又は 

「洪水警報」 

「氾濫発生情報」 ・氾濫が発生したとき 

・氾濫が継続しているとき 

「氾濫危険情報」 ・急激な水位上昇によりまもなく氾濫危険水位を超え、さらに

水位の上昇が見込まれるとき 

・氾濫危険水位に到達したとき 

・氾濫危険水位を超える状態が継続しているとき 

「氾濫警戒情報」 ・氾濫危険水位に到達すると見込まれるとき 

・避難判断水位に到達し、さらに水位の上昇が見込まれる

とき 

・氾濫危険情報を発表中に、氾濫危険水位を下回ったとき（避

難判断水位を下回った場合を除く） 

・避難判断水位を超える状態が継続しているとき（水位の上昇

の可能性がなくなった場合を除く） 

「洪水注意報(発表)

」又は 

「洪水注意報」 

「氾濫注意情報」 ・氾濫注意水位に到達し、さらに水位の上昇が見込まれる

とき 

・氾濫注意水位以上で、かつ避難判断水位未満の状態が継

続しているとき 

・避難判断水位に到達したが、水位の上昇が見込まれない

とき 

「洪水注意報（警報

解除）」 

「氾濫注意情報 

(警戒情報解除）」 

・氾濫危険情報又は氾濫警戒情報を発表中に、避難判断水

位を下回った場合（氾濫注意水位を下回った場合を除く） 

・氾濫警戒情報発表中に、水位の上昇が見込まれなくなっ

たとき（氾濫危険水位に達した場合を除く） 

「洪水注意報解除」 「氾濫注意情報解除」 ・氾濫発生情報、氾濫危険情報、氾濫警戒情報又は氾濫注意情

報を発表中に、氾濫注意水位を下回り、氾濫のおそれがなく

なったとき 

注１：予報区域に複数の基準観測所がある場合は、いずれかの基準観測所で発表基準となった場

合に発表（切替を含む。）を行うこととし、最も危険度の高い基準観測所の水位を基に、

種類及び情報名を選定するものとする。 

注２：堤防の損傷等により、氾濫のおそれが高まったと判断できる場合には、双方が協議した上

で、この表によらずに洪水予報を発表することができる。 
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仁淀川洪水予報実施要領 

 

四国地方整備局高知河川国道事務所（以下「高知河川国道事務所」という。）と高知地

方気象台は、「仁淀川洪水予報業務に関する細目協定（令和４年６月１３日）」（以下「細目

協定」という。）に基づき、仁淀川洪水予報業務について次のとおり実施要領を定める。 

なお、臨時の洪水予報については、別紙に定めるとおり運用する。 

 

１ 洪水予報の作業場所 

洪水予報作業は高知河川国道事務所調査課と高知地方気象台において実施するもの

とする。 

 

２ 洪水予報を行う際に用いる資料 

仁淀川における流域内の気象庁雨量観測所及び国土交通省雨量・水位観測所の所在は、

付表１、配置図は付図１のとおりとする。 

 

３ 洪水予報を行う際の連絡 

洪水予報作業に関する連絡は、原則として、高知河川国道事務所においては調査課長

が、高知地方気象台においては観測予報管理官が行うものとする。 

連絡方法については、高知河川国道事務所と高知地方気象台間にオンラインで接続さ

れた情報処理システム（以下「情報システム」という。）、又は付図２に番号を示した電

話・FAXによるものとする。 

 

４ 洪水予報の伝達 

洪水予報の伝達先及び伝達方法は、それぞれ付表２、付図２のとおりとする。 

 

５ 洪水予報作業の開始及び終了の時期 

（１） 洪水予報作業の開始時期は、次のいずれかの場合に双方が協議のうえ決定する。 

ア 付表３に示す流域平均雨量が、表に示す基準値以上となり、引き続きかなりの

降雨量が予想されるとき 

イ 付表１（３）に示す基準観測所の水位が水防団待機水位を超え、引き続きかな

りの増水が予想されるとき 

ウ その他、洪水予報の必要が認められ、一方から要求があったとき 

（２） 洪水予報作業の終了時期は、洪水による危険がなくなったと認められるとき、

双方が協議のうえ決定する。 
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６ 洪水予報の発表 

（１） 洪水予報には、標題、洪水予報番号、種類、発表日時、発表官署名、見出し、

主文及び問い合わせ先を記載することとし、必要に応じ、雨量、水位、注意事項、

参考資料等を記載することとする。 

（２） 具体的な発表形式は、付図３の発表形式イメージを基本とするが、詳細の文言

は必要に応じて変更できるものとする。また、緊急に発表が必要なときは、適宜

予報文を簡略化するなど、迅速な発表に努めるものとする。 

（３） 必要に応じて、予報文を補足する参考資料を、双方で協議の上添付することと

する。 

（４） 洪水予報番号は細目協定に定めた予報区域ごと、洪水ごとに一連番号とし、洪

水予報の解除を最終番号とする。 

（５） 予報文の作成にあたっては、相互に密接な連絡を保ちつつ、洪水予警報等作成

システムを用いるものとする。 

（６） 仁淀川において、付表１（３）に示す基準観測所で発表基準となった場合に発

表（切替を含む。）を行うものとする。 

（７） 発表した予報文に誤りがあった場合は、速やかに新たな予報文を発表する。そ

の際、発表日時は新たに発表した日時とし、洪水予報番号は誤りがあった予報文

の洪水予報番号を１つ繰り上げた番号とする。また、必要に応じ、訂正した箇所

について簡潔に注意事項に記載する。 

なお、洪水予報の発表にあたり、高知県防災部局や報道機関等へは気象台等から 

情報が提供されていることを念頭に、８に述べる情報システムの障害時を除き、 

FAXを用いるなどの変則的な運用は行わないことを徹底する。 

 

７ 洪水予報の発表基準 

  洪水予報の発表に関する具体的な水位の基準は、付表１（３）のとおりとする。 

なお、氾濫危険水位に到達していない場合で、氾濫する可能性のある水位への到達を

３時間先までに予測した場合は、氾濫危険情報を発表する。またこれを除く条件で、避

難判断水位に到達していない場合で、氾濫危険水位の到達を４時間先以降に予測した場

合は、６０分の間、初期値が変わっても氾濫危険水位に到達する予測に変わりがないこ

とを確認した上で、氾濫警戒情報を発表する。 

 

８ 情報システム障害時及び、作業場所の機能喪失時の措置 

（１）情報システムの障害時においては、以下の要領で作業を行う。 

ア 洪水予報作業に用いる資料の交換は、付表４の種類について、FAX 又は電話等

により、必要に応じ適宜行うものとする。 

 イ 障害等により、通常の作業手順で洪水予報文を作成できない場合には、原則  

として洪水予警報等作成システムのマニュアルに従い対応するものとする。 
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なお、洪水予警報等作成システムのマニュアルで対応できない場合は、高知河

川国道事務所において緊急版の作業用紙を用いて洪水予報文を作成する。この場

合、FAX等により高知地方気象台に予報文案を送信し、相互で確認・承認等を行

う。 

ウ 障害時の予報文の部外機関への伝達については、高知河川国道事務所及び高知

地方気象台のそれぞれが定める方法により、確実に行うものとする。 

（２）洪水予報の作業場所の機能喪失においては、以下の要領で作業を行う。 

ア 機能喪失した高知河川国道事務所で実施すべき作業を、四国地方整備局の本

局・他事務所（連絡先は付表５）で代行する。 

イ  機能喪失した気象台で実施すべき作業を、気象庁の他官署（連絡先は付表５）

で代行する。 

 

９ その他 

（１） 洪水予報を円滑に実施するため、双方で定期的に対向試験を行い、習熟を図る

ものとする。 

（２） 本要領の内容を変更する必要が生じた場合、又は本要領に定めていない事項に

ついて一方から申し入れがあった場合には速やかに協議する。 

 

  令和５年３月３１日 

 

     四国地方整備局 高知河川国道事務所 調査課長     藤坂 昌史 

 

     高知地方気象台           観測予報管理官  水野 善夫 

 
付則 

 この実施要領は、平成２５年１０月１日から適用する。 
この実施要領は、平成２８年４月２５日に改正する。 

この実施要領は、平成２８年４月２６日から施行する。 

この実施要領は、平成２９年３月２１日に改正する。 

この実施要領は、平成２９年３月２２日から施行する。 

この実施要領は、平成３０年４月２日に改正し同日から施行する。 

この実施要領は、令和元年５月２９日に改正し同日から施行する。 

この実施要領は、令和２年７月１５日に改正し同日から施行する。 

この実施要領は、令和３年６月１日に改正し同日から施行する。 

この実施要領は、令和４年６月１３日に改正し、同日から施行する。 

この実施要領は、令和５年３月３１日に改正し、令和５年４月１日から施行する。 
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付表１ 仁淀川における流域の雨量・水位観測所及び基準水位 

 

 （１）気象庁雨量観測所 

流域 観測所名 所在地 標高m 

仁淀川 

池川 いけがわ 高知県吾川郡仁淀川町土居 １５０ 

鳥形山 とりがたやま  〃 吾川郡仁淀川町大植 ８３５ 

佐川 さかわ  〃 高岡郡佐川町丙 ８０ 

 

 （２）国土交通省雨量観測所 

流域 観測所名 所在地 標高m 

仁淀川 

面河 おもご 
愛媛県上浮穴郡久万高原町 

大味川 
７２０ 

御三戸 みみど 
 〃 上浮穴郡久万高原町 

上黒岩 
４５０ 

西谷 にしたに 
 〃 上浮穴郡久万高原町 

西谷 
５６０ 

 

 （３）国土交通省水位観測所（基準観測所） 

河

川 
観測所名 位置 所在地 

水防団待機水位

（通報水位） 

m 

氾濫注意水位

（警戒水位） 

m 

避難判断水位 

m 

氾濫危険水位 

m 

氾濫する可能

性のある水位 

m 

レベル1水位 レベル2水位 レベル3水位 レベル4水位  

仁

淀

川 

伊野 いの 
北緯33 ﾟ 33’ 09’’ 
東経133 ﾟ 24’ 50’’ 

高知県吾川 

郡いの町谷 
5.00 6.60 8.15 8.80 9.75 

 

 （４）国土交通省水位観測所（基準観測所以外） 

河

川 
観測所名 位置 所在地 

水防団待機水位

（通報水位） 

m 

氾濫注意水位

（警戒水位） 

m 

避難判断 

水位 

m 

氾濫危険水位 

 

m 

レベル1水位 レベル2水位 レベル3水位 レベル4水位 

仁

淀

川 

新八田 
しん 

はた 

北緯33 ﾟ 31’ 21’’ 
東経133 ﾟ 25’ 49’’ 

高知県土佐市

高岡町天崎 
－ － － － 

中島 
なか 

じま 

北緯33 ﾟ 29’ 34’’ 
東経133 ﾟ 26’ 51’’ 

高知県土佐市

中島 
－ － － － 

仁西 にさい 
北緯33 ﾟ 28’ 03’’ 
東経133 ﾟ 28’ 54’’ 

高知県高知市

春野町仁西 
－ － － － 
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付表２ 洪水予報の伝達先等 

伝 達 先 伝  達  方  法 担  当  官  署 

高知県水防本部（河川課） ﾒｰﾙ・fax又は専用電話 高知河川国道事務所 

（一財）河川情報センター 〃 〃 

高知市 〃 〃 

土佐市 〃 〃 

いの町 〃 〃 

日高村 〃 〃 

佐川町 〃 〃 

高知県（危機管理・防災課） 
気 象 情 報 伝 送 処 理 

シ ス テ ム 
高知地方気象台 

日本放送協会高知放送局 

（※日本放送協会松山放送

局） 

〃 〃 

NTT五反田センタ 〃 〃 

総務省消防庁 〃 〃 

  ※NTT 五反田センタへの洪水予報の伝達は洪水警報のみとし、一般の利用に適合する

洪水警報の通知をもって代える。 

  ※障害時や日本放送協会高知放送局の職員不在時間帯は、日本放送協会松山放送局へ 

伝達する場合がある。 

※報道機関については、上に記載した日本放送協会のほか、その他の民間放送局及び

ラジオ放送局へ、別途気象庁システムにより配信している。 
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付表３ 洪水予報作業の開始基準雨量 

  次の基準観測所上流域の流域平均雨量を基準とする。 

予報区域 基準観測所 
基 準 雨 量（単位：ミリ） 

６時間雨量 １２時間雨量 ２４時間雨量 

仁淀川 伊野 － － ２００ 

 

付表４ 情報システム障害時に交換する資料 

（１） 高知地方気象台から高知河川国道事務所に通報するもの 

ア 高知県に発表された注意報・警報（水防活動用） 

イ 気象情報（大雨、台風、低気圧、梅雨等） 

ウ 解析雨量 

エ 降水短時間予報 

オ 次の水位観測所上流域の流域平均雨量（前１時間実況、６時間先までの時別予測） 

仁淀川 伊野 

 

（２） 高知河川国道事務所から高知地方気象台に通報するもの 

ア 次の観測所の雨量（前１時間実況） 

仁淀川 面河、御三戸、西谷 

イ 次の観測所の水位（実況） 

仁淀川 伊野 

 

付表５ 代行作業担当官署の連絡先 

     四国地方整備局 

河川部水災害予報センター   電話番号  ０８７－８１１－８３２０ 

                     Ｆ Ａ Ｘ  ０８７－８１１－８４１９ 

          

      高松地方気象台        電話番号  ０８７－８２６－６１２３ 

                     Ｆ Ａ Ｘ  ０８７－８２６－６１３３ 
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付図１ 雨量・水位観測所配置図 

新八田

中島

仁西

（国土交通省）

（国土交通省）

（ 気 象 庁 ）

新八田

中島

仁西

（国土交通省）

（国土交通省）

（ 気 象 庁 ）

仁 

淀 

川 
予 

報 
区 
域 

伊野
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付図２ 伝達系統図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

凡   例 

専用回線(fax又はﾒｰﾙ) 

専用回線以外 

中央西土木事務所 
NTT 088-893-2111 
FAX 088-893-3513 

土佐市 

NTT 088-852-1111 

仁淀川出張所 
NTT 088-894-2044 
マイクロ   731-6221 

「川の防災情報」管理者 
（(一財)河川情報センター） 
NTT 087-851-9911 
FAX 087-851-9929 
マイクロ   718-21,22 
FAX    718-60,61 

高知県危機管理・防災課 
NTT 088-823-9320 
FAX 088-823-9253 

日本放送協会高知放送局 
NTT 088-823-9580 
FAX 088-873-0337 
※日本放送協会松山放送局 
NTT 089-921-1117 
FAX 089-921-1146 
 

住 民 

共

同

発

表 

高知河川国道事務所 
調査課 
NTT 088-832-0779 
FAX 088-833-5357 
マイクロ 731-351,352 
FAX 731-359 
災害対策室 
NTT 088-831-6979 
FAX 088-833-5357 
マイクロ 731-560,561 
FAX 731-339,359  

高知地方気象台 

 

NTT 088-822-8881 

FAX 088-825-0887 

高知県水防本部 

（河川課） 

NTT 088-823-9838 

FAX 088-823-9129 

マイクロ   739-33,34 

NTT五反田センタ 

気象情報伝送処理システム 

いの町 

NTT 088-893-1111 

日高村 

NTT 0889-24-5111 

高知土木事務所 
NTT 088-882-8141 

  FAX 088-884-6154 

高知市 

NTT 088-823-9040 

佐川町 

NTT 0889-22-7700 

越知事務所 
NTT 0889-26-1161 
FAX 0889-26-2553 

総務省消防庁 

(洪水予報のうち、洪水警報のみ伝達) 

佐川町 

NTT 0889-22-7700 

高知市 

NTT 088-823-9040 

土佐市 

NTT 088-852-1111 

いの町 

NTT 088-893-1111 

日高村 

NTT 0889-24-5111 

四国地方整備局 
水災害予報センター 
マイクロ  88-3851,3866 
FAX   88-3799 
災害対策室 
マイクロ  88-2911～2913 
FAX   88-2921～2923 

報道機関については、上に記
載した日本放送協会のほか、
その他の民間放送局及びラジ
オ放送局へ、別途気象庁シス
テムにより配信している。 

気象情報伝送処理システム 

気象情報伝送処理システム 

気象情報伝送処理システム 

※障害時や日本放送協会高
知放送局の職員不在時間帯
は、日本放送協会松山放送局
へ伝達する場合がある。 
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付図３ 洪⽔予報の発表形式イメージ 
 

→ → → 
 
 
 

 
 
 
 
（⾒出し） 

仁
に

淀川
よ ど が わ

氾濫注意情報 
仁  淀 川 洪 ⽔ 予  報  第  ○ 号 
洪 ⽔ 注  意  報  （  発  表 ）    
令  和  ○○ 年 ○○ ⽉ ○○ ⽇ ○○ 時○○分 
⾼知河川国道事務所
こ う ち か せ ん こ く ど う じ む し ょ

 ⾼知地⽅気象台
こ う ち ち ほ う き し ょ う だ い

 共同発表 

【警戒レベル２相当情報［洪⽔］】仁
に

淀川
よどがわ

では、氾濫注意⽔位に到達し、今
後、⽔位はさらに上昇する⾒込み 

（主 ⽂） 
【警戒レベル２相当】仁

に
淀川
よどがわ

の伊
い

野
の

⽔位観測所（吾川郡
あ が わ ぐ ん

いの
い の

町
ちょう

）では、「氾濫注意⽔位」
に到達し、今後、⽔位はさらに上昇する⾒込みです。洪⽔に関する情報に注意して下さい。 

（⾬量）所により１時間に５０mmの⾬が降っています。 
    今後もこの⾬は降り続く⾒込みです。 

流域 ００⽇ 0０ 時 ０0 分〜０0 ⽇ 0０ 時 
０0 分までの流域平均⾬量 

00 ⽇ 00 時 00 分〜00 ⽇ 00 時 00 
分までの流域平均⾬量の⾒込み 

仁淀川流域 ○○○ ミリ ○○ ミリ 

（⽔位）仁淀川の⽔位観測所における⽔位は次の通りと⾒込まれます。 

観測所名 
⽔位危険度  レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ 

⽔位(m) ⼜は 流量(m3/s) 
⽔防団 氾濫 避難 氾濫
待機 注意 判断 危険 

伊野⽔位 

観測所 
(吾川郡いの町) 

00⽇00時00分の状況 x.xx 
00⽇01時00分の予測 x.xx 

00⽇02時00分の予測 x.xx 

00⽇03時00分の予測 x.xx 

00⽇04時00分の予測 x.xx 
00⽇05時00分の予測 x.xx 

00⽇06時00分の予測 x.xx 

予測時間が⻑くなるほど不確実性が⾼まります。予測⽔位の値は今後変わることもあるため、今後も最新
の発表をご確認ください。 
⽔位のグラフは各⽔位間を按分したものです。 
⽔位危険度レベル４については、「氾濫危険⽔位」と「氾濫する可能性のある⽔位」を按分しています。
堤防の決壊等により「氾濫する可能性のある⽔位」に到達する前に氾濫することもあるため、この⽔位
は避難⾏動開始の⽬安ではありません

発表者 
国⼟交通省  ⾼知河川国道事務所 

気象庁 ⾼知地⽅気象台 

正規  

第１受報者 
機関名  

第２受報者 
機関名  

第３受報者 
機関名  
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（注意事項） 

（参考資料） 
(単位:⽔位(m) ⼜は 流量(m3/s)) 

 
観測所名 伊野⽔位観測所 

  

吾川郡いの町   
レベル４⽔位

氾濫危険⽔位※ 8.80 
  

レベル３⽔位
避難判断⽔位※ 8.15 

  

レベル２⽔位
氾濫注意⽔位 6.60   

レベル１⽔位
⽔防団待機⽔位 5.00   

 
 

受け持ち区間 

仁淀川 
左岸 ⾼知県吾川郡伊野

町加⽥字⼜四郎
2473-1 地先か 
ら 海まで 

右岸 ⾼知県⾼岡郡⽇⾼
村下分字上ﾉ⾸ 

2653 地先から海まで 

  

 
 
 
 

氾濫が発⽣した場合
の浸⽔想定区域 

⾼知県⾼知市 
春野東⼩学校区、春野⻄
⼩学校区 
⾼知県⼟佐市 
新居地区、⾼⽯地区、⾼
岡地区、蓮池地区、波介
地区、北原地区、⼾波地
区 
⾼知県吾川郡いの町 
⾕地区、加⽥地区、波川
茂地地区、伊野地区、枝
川地区、川内地区、⼋⽥
地区、池ノ内地区の⼀部 
⾼知県⾼岡郡佐川町 
加茂横⼭地区、加茂⽵ノ
倉地区、加茂本村東地
区、加茂本村⻄地区の⼀
部、加茂弘岡地区 
⾼知県⾼岡郡⽇⾼村 
下分地区、本郷地区、沖
名地区、加茂地区 

  

- 参58 -



※避難判断⽔位、氾濫危険⽔位︓⽔位観測所受け持ち区間内の第１位危険箇所の 
避難判断⽔位・氾濫危険⽔位を⽔位観測所に換算した⽔位です。 

 

⽔位 
危険度レベル ⽔位 求める⾏動の段階 

レベル５ 氾濫の発⽣以降 氾濫⽔への警戒を求める段階 

レベル４ 氾濫危険⽔位から氾濫発⽣まで いつ氾濫してもおかしくない状態 
避難等の氾濫発⽣に対する対応を求める段階 

レベル３ 避難判断⽔位から氾濫危険⽔位まで 避難準備などの氾濫発⽣に対する警戒を求める段階 

レベル２ 氾濫注意⽔位から避難判断⽔位まで 氾濫の発⽣に対する注意を求める段階 

レベル１ ⽔防団待機⽔位から氾濫注意⽔位まで ⽔防団が体制を整える段階 

「⾬量」 「⽔位」等の情報は、下記のサイトからもご覧いただけます。 

 

 
 

 
問い合わせ先 
⽔位関係︓国⼟交通省 ⾼知河川国道事務所 調査課 電話︓088-832-0779 (内線) 731-351 

気象関係︓気象庁 ⾼知地⽅気象台 電話︓088-822-8881 

 
川の防災情報 

⽔害リスクライン 
気象庁ホームページ 

パソコンから 携帯電話から 

https://www.river.go.jp/ 

https://www.frl.river.go.jp/ 

https://www.jma.go.jp/ 
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別紙 

 

臨時の洪水予報の運用について 

 

 

大雨特別警報の警報等への切替時に、洪水予報（臨時）として発表する河川

氾濫に関する情報の当面の発表方法については以下のとおりとする。 

 

１．発表主体等 

 洪水予報指定河川の予報区域毎に定めた河川事務所等（地方整備局、河川事

務所等）と気象台等（気象庁予報部、管区気象台、地方気象台）が共同で発表

する。本件の伝達先については、その他の洪水予報と同様とするが、現時点で

洪水予警報システムでの対応ができないため、FAX、メール等を活用して伝達

するものとする。 

 

２．発表のタイミング 

 大雨特別警報が発表されている府県予報区※１において、特別警報が警報等へ

切り替えられる際※２に、国管理河川の予報区域において想定する氾濫域がその

府県予報区に含まれる場合、速やかに発表するものとする。 

 なお、同一予報区域が想定する氾濫域が複数府県予報区に関係する場合は、

切替の都度、発表することとするが、短時間で連続して切替となる場合はその

旨を記載の上、まとめて発表して差し支えない。 

 

 ※１ 都府県を基本。ただし、北海道は複数の地方に分割。 

 ※２ 発表されている大雨特別警報は、大雨警報や大雨注意報に切り替えられるほか、

すべて解除される場合などがある。 

 

３．発表の対象とする予報区域の条件 

 すべての国管理河川の予報区域のうち、前述の発表のタイミングとなった際

に、洪水予報を発表している予報区域を対象とする。 

 また、長大な河川の中下流部であるなど、ある程度の長期の見通しが技術的

に可能な予報区域においては、洪水予報を発表していない場合であっても氾濫

危険情報の発表が見通される場合は、河川氾濫に関する情報を発表する。 

 なお、洪水予報を発表している場合でも、避難判断水位を超過しておらず今

後も氾濫危険水位を超過する見込みがない、あるいは、既に氾濫危険水位を下

回り引き続き水位の低下が見込まれるなど危険な状況を脱したと判断される場

合は対象としないこととしてよい。ただし、堤防の損傷等により水位のみで判

断できない場合もあるので注意すること。 
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４．発表内容 

 発表中の洪水予報を踏まえ、大雨特別警報が警報等に切り替えられた後にも

河川氾濫の危険が迫っていることを広く周知する。 

 また、この際、6時間先までの水位予測のほか、長期の見通しが可能な予報

区域においては、氾濫危険水位を超過する可能性及び超過すると思われる時間

帯、水位・流量のピークとなる時間帯などについて参考情報として記載する。 

 なお、6時間先までの水位予測等については、既に氾濫が発生しているなど

により水位予測の精度が期待できないなども考えられるため、その他の事情を

含めてやむを得ない場合は記載を省略してよい。 

 発表形式については、参考に送付する発表形式の例をもとに、関係する河川

事務所等と気象台等が協議し、予報区域毎の発表形式を準備しておくこと。 

 

５．その他 

 発表のタイミング、対象とする予報区域の条件、発表形式を含む発表内容等

については予め河川事務所等と気象台等とで相互に認識共有を図るとともに、

大雨特別警報発表時においても警報等への切替に備えて事前に情報交換を行う

こと。 
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■ では、

水位状況

避難判断水位超過

仁淀川 の 伊野 水位観測所(高知県吾川郡いの町)では、当分の間、避難判断水位を超える水位が続く
見込み。

今後の見込み

仁淀川洪水予報(臨時)
令和○年○月○日○時○分

問い合わせ先
水位関係：国土交通省　高知河川国道事務所　tel:088-832-0779
気象関係：気象庁　高知地方気象台　tel:088-822-8881

 　国土交通省　高知河川国道事務所
       　　気象庁　高知地方気象台

「大雨特別警報は警報に切り替えたが、河川の増水、氾濫はこれから」

高知県の大雨特別警報は警報に切り替わりますが、仁淀川の洪水はこれからも警戒が
必要です。天候が回復しても、氾濫が発生するおそれがあるため、洪水への一層の警戒
が必要です。

発表中の指定河川洪水予報は下記のサイトからご覧いただけます。
川の防災情報　https://www.river.go.jp/
気象庁HP https://www.jma.go.jp/

水位観測所

伊野
いの

(高知
こうち

県吾川郡
あがわぐん

いの町
ちょう

)

氾濫警戒情報（警戒レベル３相当情報）　を発表中です。仁淀川
によどがわ

河川名

仁淀川
によどがわ

水位は横ばい
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■ では、

水位状況

氾濫危険水位超過

仁淀川洪水予報(臨時)
令和○年○月○日○時○分

問い合わせ先
水位関係：国土交通省　高知河川国道事務所　tel:088-832-0779
気象関係：気象庁　高知地方気象台　tel:088-822-8881

 　国土交通省　高知河川国道事務所
       　　気象庁　高知地方気象台

「大雨特別警報は警報に切り替えたが、河川の増水、氾濫はこれから」

高知県の大雨特別警報は警報に切り替わりますが、仁淀川の洪水はこれからも警戒が
必要です。天候が回復しても、氾濫が発生するおそれがあるため、洪水への一層の警戒
が必要です。

発表中の指定河川洪水予報は下記のサイトからご覧いただけます。
川の防災情報　https://www.river.go.jp/
気象庁HP https://www.jma.go.jp/

水位観測所

伊野
いの

(高知
こうち

県吾川郡
あがわぐん

いの町
ちょう

)

氾濫危険情報（警戒レベル４相当情報）　を発表中です。仁淀川
によどがわ

河川名

仁淀川
によどがわ

水位低下傾向

仁淀川 の 伊野 水位観測所(高知県吾川郡いの町)では、当分の間、氾濫危険水位を超える水位が続く
見込みであり、氾濫のおそれあり。

今後の見込み
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■ では、

水位状況

氾濫発生中

仁淀川 の 伊野 水位観測所(高知県吾川郡いの町) 区間において氾濫が発生。伊野 水位観測所(高知
県吾川郡いの町)では、区間内での浸水範囲の拡大に注意が必要です。各自安全確保を図るなど、適切
な防災行動を取ってください。

今後の見込み

仁淀川洪水予報(臨時)
令和○年○月○日○時○分

問い合わせ先
水位関係：国土交通省　高知河川国道事務所　tel:088-832-0779
気象関係：気象庁　高知地方気象台　tel:088-822-8881

 　国土交通省　高知河川国道事務所
       　　気象庁　高知地方気象台

「大雨特別警報は警報に切り替えたが、河川の増水、氾濫はこれから」

高知県の大雨特別警報は警報に切り替わりますが、仁淀川の洪水はこれからも警戒が
必要です。天候が回復しても、氾濫が発生するおそれがあるため、洪水への一層の警戒
が必要です。

発表中の指定河川洪水予報は下記のサイトからご覧いただけます。
川の防災情報　https://www.river.go.jp/
気象庁HP https://www.jma.go.jp/

水位観測所

伊野
いの

(高知
こうち

県吾川郡
あがわぐん

いの町
ちょう

)

氾濫発生情報（警戒レベル５相当情報）　を発表中です。仁淀川
によどがわ

河川名

仁淀川
によどがわ

浸水範囲の拡大に注意
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（参考資料）

水位予測グラフ貼付欄

（スクリーンショット等）

水害リスクラインHP:
https://frlg.river.go.jp/

伊野水位観測所

（高知県吾川郡いの町）

8.8

8.15

伊野

- 参65 -



 【20230522 案】 

【配布資料一覧】 
令和 6 年 5 月 27 日 

議事次第、出席者名簿、配席図 
 
資料－１ 規約の改定について 
 ・仁淀川・物部川・高知海岸水防連絡会規約 
 ・物部川大規模氾濫に関する減災対策協議会規約 
 ・仁淀川大規模氾濫に関する減災対策協議会規約（案） 
 
資料－２ 水防に関する情報について 
 １）重要水防箇所の変更について 
２）水位観測所、河川管理用カメラ等の位置情報等の情報提供 

 ３）氾濫開始相当水位（危機管理型水位計）について 
 ４）流域タイムラインの作成 
 ５）その他情報提供 
    （国交省） 

・危機感共有のための web 会議 
・自治体支援について（リエゾン） 
・河川情報に関する最近の話題 
・出水期を迎えるにあたりお願いしたい事項 
・ハザードマップ空白域の解消 

    （気象台） 
       ・線状降水帯の予測精度向上等に向けた取組 

・今年度の地域防災支援業務の推進状況について（高知県での取組） 
 
資料－３ 「水防災意識社会再構築ビジョン」について  
 １）「水防災意識社会再構築ビジョン」の第２期（令和３年度～令和７年度） 

取組方針 
 ２）取組事例の紹介 
 
資料－４ その他  
 （１）一般財団法人河川情報センターより話題提供 
 
参考資料 ※各機関１部 
 （１）水防警報・水位周知計画書（物部川、仁淀川、宇治川、高知海岸） 
（２）物部川洪水予報業務 
（３）仁淀川洪水予報業務 
（４）水防資材等の保有状況 



水防連絡会・減災対策協議会

プロジェクター

令和6年5月27日（月）　10:00～12:00
高知河川国道事務所　4F会議室

映写機

出
入
口

ＰＣ

【香南市防災対策課】

課長

【高知河川国道事務所】

副所長

【香美市防災対策課】

課長

【高知県河川課】

課長

【高知県河川課】

主査

【高知県中央東土木事務所】

技術次長

【高知県高知土木事務所】

次長（技術総括）

【高知県中央西土木事務所】

技術次長

【いの町総務課】

危機管理室長

【南国市危機管理課】

課長

【香南市防災対策課】

課長補佐

【高知河川国道事務所】

調査課 課長

【高知河川国道事務所】

事業対策官

【河川情報センター】

所長

【高知河川国道事務所】

調査課 水防企画係長

【高知河川国道事務所】

仁淀川出張所 所長

【高知河川国道事務所】

物部川出張所 所長

報道関係者

【高知地方気象台】

次長

【高知地方気象台】

水害対策気象官

【高知県中央東土木事務所】

河港管理課 課長
【高知県中央西土木事務所】

河港建設課 課長

【高知県高知土木事務所】

河川・公園管理課 課長

【香美市防災対策課】

主事

【大渡ダム管理事務所】

建設専門官

【高知河川国道事務所】

河川管理課 課長



     20240517 案 
 高知河川国道事務所 調査課 

進行要領 

物部川・仁淀川・高知海岸水防連絡会 

第 9 回 物部川大規模氾濫に関する減災対策協議会 

第 9 回 仁淀川大規模氾濫に関する減災対策協議会 

（合同開催） 

 

令和６年５月２７日（月）１０：００～１２：００ 

 
対面・ＷＥＢ併用 

司会進行：高知河川国道事務所 中村調査課長 
時  間 内  容 

～9:50 WEB 会議接続確認 

10:00～10:03 

（3 分） 

１．開会 

 ・司会（中村課長）より開会宣言、資料確認 

10:03～10:09 

（3 分） 

２．開会挨拶 

 ・高知河川国道事務所 壬生副所長 

10:09～10:10 

（1 分） 

３．出席者紹介  

・配布の名簿参照、詳細は省略 

10:10～10:14 

（4 分） 

４．議事（１）規約の改定について【資料-1】 

 ・説明者：高知河川国道事務所 細川水防企画係長 

10:14～10:15 

（1 分） 

質疑① 

10:15～10:40 

（25 分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．議事（２）水防に関する情報について ＜国交省＞【資料-2】 

 ・説明者：高知河川国道事務所 細川水防企画係長 

   １）重要水防箇所の追加について 

   ２）洪水予報の発表基準水位の変更（仁淀川／伊野水位観測所） 

   ３）水位観測所、河川管理用カメラ等の位置情報等の情報提供 

   ４）氾濫開始相当水位（危機管理型水位計）について 

   ５）流域タイムラインの作成 

   ６）その他情報提供 

・危機感共有のための web 会議 

・自治体支援について（リエゾン、排水 P 前広に支援可能） 

・水害リスクラインとキキクルの一体化 

10:40～10:45 

（5 分） 

 

 

 

５．議事（２）水防に関する情報について ＜気象台＞【資料-2】 

 ・説明者：高知地方気象台 防災管理官室 増田水害対策気象官 

 ６）その他情報提供 

      ・線状降水帯の予測精度向上等に向けた取組 

      ・今年度の地域防災支援業務の推進状況について 

10:45～10:55 

（10 分） 

質疑② 

 

 



     20240517 案 
 高知河川国道事務所 調査課 

10:55～11:05 

（10 分） 

６．議事（３）水防災意識再構築ビジョンについて 

 ・説明者：高知河川国道事務所 藤坂調査課長 

    「水防災意識社会再構築ビジョンの第２期（令和３年度～令和７年度） 

取組方針」【資料-3】 

・自治体からの好事例紹介（安全に逃げる取り組み） 

    説明者：いの町 総務課 岡田危機管理室長 

［各機関の取組紹介（いの町）］【資料-3】 

11:05～11:10 

（5 分） 

質疑③ 

11:10～11:20 

（10 分） 

７．その他 

河川情報センターより話題提供  

 ・説明者：（一財）河川情報センター高松センター 赤澤所長 

11:20～11:25 

（5 分） 

質疑④ 

 

11:25～11:27 

（2 分） 

８．閉会 

 ・司会（中村課長）より閉会宣言 
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R5.5.24 案 
議事進行 

物部川・仁淀川・高知海岸水防連絡会 

第 9 回 物部川大規模氾濫に関する減災対策協議会 

第 9 回 仁淀川大規模氾濫に関する減災対策協議会 （合同開催） 
 
■日時：令和 6 年 5 月 27 日（月）10:00～12:00 
■場所：高知河川国道事務所（対面・WEB 併用） 
 
 
１．開会 

10:00～10:03 
【進行：中村課長】 

皆様、本日はお忙しい中、ご出席を賜り、誠にありがとうございます。 

定刻となりましたので、ただ今より、「物部川・仁淀川・高知海岸水防連絡会」並びに「第

9回 物部川大規模氾濫に関する減災対策協議会」「第9回 仁淀川大規模氾濫に関する減災

対策協議会」の合同会議を開催致します。 
私は、本日の進行を担当させていただきます、高知河川国道事務所 調査課長の中村と申

します。どうぞよろしくお願い致します。 
 

 本日は、対面並びにWeb併用での会議としております。Webでの参加者の方は、通常時は

マイクをＯＦＦにしていただき、ご発言される際に、マイクをＯＮにしていただけますよう、

ご協力お願いいたします。また、ご発言される際は、他の参加者に分かるよう、まず所属と

お名前をおっしゃっていただくようお願いいたします。 
カメラにつきましては、webのみで参加されている機関につきましては、少なくとも１台

はONにしていただきますようお願いいたします。また、ご発言される場合は、カメラをON
にしておっしゃっていただくようお願いいたします。 
 
 なお、減災対策協議会においては第７条の規定により、資料及び議事概要を公表すること

となっております。議事概要につきましては、会議終了後、事務局より皆様にお送りします

ので、ご確認をお願いいたします。  
本協議会につきましては、議事概要の作成のため、Teamsによる録画（レコーディング）

を行いますこと、ご了承いただきますようお願いいたします。 
 
 
（取材がある場合） 
 本日の協議会においては、報道関係機関「NHK高知放送局」の１社に取材に来ていただい

ております。 
 ※取材状況については、有田技官から中村課長に会議開始までに共有を図る。 
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（資料の確認） 

それでは、配付資料の確認をさせて頂きます。 
 

議事次第、出席者名簿、配席図 

   資料－１  規約の改定について 

資料－２  水防に関する情報について 

資料－３  水防災意識社会再構築ビジョンの第２期（令和３年度～令和７年度） 

      取組方針について 

資料－４  河川情報センターの資料 

 

 
また、参考資料として、対面にて出席いただいている各機関につき１部ずつではございま

すが、配布いたしております。以上となっております。不足している方はおられませんでし

ょうか。 
 

参考資料 

（１）水防警報・水位周知計画書（物部川、仁淀川、宇治川、高知海岸） 

（２）物部川洪水予報業務に関する細目協定 

（３）物部川洪水予報実施要領 

（４）仁淀川洪水予報業務に関する細目協定 

（５）仁淀川洪水予報実施要領 

（６）水防資材等の保有状況 
 
 
 
２．開会挨拶 

10:03～10:09（6 分） 
【進行：中村課長】 
 それでは、開会にあたり、国土交通省高知河川国道事務所 副所長の壬生よりご挨拶を申

し上げます。 
 
【壬生副所長】 

［挨拶］ 
３．出席者紹介 

10:09～10:10（1分） 
【進行：中村課長】 

 ありがとうございました。 
 本日ご出席されている皆様のご紹介につきましては、本来であればお一人ずつご紹介さ

せて頂くところですが、時間の都合上、配布しております出席者名簿にてご紹介に代えさ

せていただきます。ご了承の程、よろしくお願いいたします。 
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４．議事（１）規約の改定について 

10:10～10:14（4分） 
【進行：中村課長】 
 それでは、議事に従い進めてまいります。「議事（１）規約の改定」について、事務局よ

りご説明いたします。 
 
【説明：事務局（細川係長）】 

                  ［説明］ 

 
10:14～10:15（1分） 
【進行：中村課長】 
 ただいまの規約の改定に関して、ご意見・ご質問はございませんでしょうか。 
 
                （質問・意見） 
 
 それでは、「意義なし」ということでよろしいでしょうか。 
 ありがとうございました。それでは本日付で、事務局案に基づき規約を改定させていた

だきます。 
 
 
５．議事（２）水防に関する情報について 

10:15～10:45（30分） 
【進行：中村課長】 
 続きまして、「議事（２）水防に関する情報」について、事務局並びに高知地方気象台 

防災管理官室 水害対策気象官の増田（ますだ）様よりご説明いたします。 
 
【説明：事務局（細川係長）】 

   １）重要水防箇所の変更について 

   ２）水位観測所、河川管理用カメラ等の位置情報等の情報提供 

 ３）氾濫開始相当水位（危機管理型水位計）について 

   ４）流域タイムラインの作成 

   ５）その他情報提供 

・危機感共有のための web 会議 
・自治体支援について（リエゾン） 
・ワンコイン浸水センサ実証実験について 

・出水期を迎えるにあたりお願いしたい事項 

・ハザードマップ空白域の解消等 
・水防協力団体の取組（市町村―企業のマッチングについて） 

（細川） 
 以上でございます。引き続き、高知地方気象台 増田様、説明お願いいたします。 
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【説明：高知地方気象台（増田水害対策気象官）】 

    ６）その他情報提供 

・１線状降水帯の予測精度向上等に向けた取組① 

・２線状降水帯の予測精度向上等に向けた取組② 

・３今年度の地域防災支援業務の推進状況について（高知県での取組） 

 
10:45～10:55（10分） 
【進行：中村課長】 
 ありがとうございました。 
 ただ今の「議事（２）水防に関する情報について」の説明に関して、ご意見・ご質問は

ございませんでしょうか。 
                （質問・意見） 
 
 （他にご質問等、ございませんでしょうか） 
 （無いようですので、議事（３）に移らさせていただきます。） 
 
 
６．議事（３）水防災意識社会再構築ビジョンについて 

説明：10:55～11:05（10分） 
【進行：中村課長】 

 続きまして、「議事（３）水防災意識再構築ビジョンについて」、事務局より説明いたし

ます。 
 
【説明：事務局（中村課長）】 

・「水防災意識社会再構築ビジョンの第２期（令和３年度～令和７年度）取組方針」 
  
 （説明） 

 

  （取組紹介） 

・ 本日は、いの町さんより、「■情報伝達、避難計画等に関する取り組み」の一貫とし

て、流域治水「安全に逃げる」対策の取組について、いの町 総務課 岡田危機管理

室長より情報提供いただきます。岡田室長、よろしくお願いいたします。 

 

 

質疑：11:05～11:10（5分） 
【進行：中村課長】 

 ありがとうございました。 
ただ今の説明につきまして、ご意見・ご質問はございませんでしょうか。 

                （質問・意見） 
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７．その他 

説明：11:10～11:20（10分） 
【進行：中村課長】 

 引き続き、「その他」といたしまして、一般財団法人河川情報センター高松センター 所

長 赤澤様よりご説明お願いします。 
 

※画面共有：事務局について（資料-5） 
 
【説明：赤澤 所長（対面）】 

［河川情報センターより話題提供］ 
 
 
質疑：11:20～11:25（5分） 
【進行：中村課長】 

 ありがとうございました。  
ただ今の説明に関して、ご意見・ご質問はございませんでしょうか。 

（質問・意見） 
 
 また、全体を通しましてご意見、ご質問等ございましたらお願いいたします。 

（質問・意見） 
  
８．閉会挨拶 

11:25～11:27（2 分） 

【進行：中村課長】 

 以上をもちまして、本日の議事はすべて終了いたしました。 
 
 なお、会議冒頭に申しましたとおり、減災対策協議会においては第７条の規定により、

資料及び議事概要を公表することとなっております。議事概要につきましては、会議終了

後、事務局より皆様にお送りしますので、ご確認をお願いいたします。 
 
 本年度の重要水防箇所の合同巡視につきましては、当事務所河川管理課よりご案内して

いる通り、物部川については当会に先立ちまして５月２４日（金）午前に実施しておりま

す。仁淀川については５月３０日（木）午前に開催予定としておりますので、参加の方を

よろしくお願いいたします。 
 

 
【進行：中村課長】 

これをもちまして、「物部川・仁淀川・高知海岸水防連絡会」並びに「第9回 物部川大

規模氾濫に関する減災対策協議会」「第9回 仁淀川大規模氾濫に関する減災対策協議会」

の合同会議を閉会いたします。 
本日は、まことにありがとうございました。 


